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西伯町・会見町合併協議会 
 

平成１５年１０月９日 



産業経済部会・農業分科会、林業分科会

1．農業振興 　農政審議会 　農政審議会 人員構成が違う。
①農政審議会 ・委員数 13名(13名） ・委員数 16名（20名以内）

・構　成　　議会、農協理事、学識経験者他 ・構　成 各機関及び団体代表、学識経験者他
・目　的 農林業の振興のための審議 ・目　的 農林業の振興のための審議

審議会委員名簿　別添
町長の諮問に応じ調査研究し答申する

産業課　真壁 産業課　三鴨
西伯町農政審議会設置条例 会見町農政審議会設置規程

②地産地消 　地産地消推進（学校給食食材供給推進事業） 　地産地消推進 新町において調整
・めぐみの里、法勝寺まごころ市、緑水湖ふれ 　　・「ふるさとの旬新生会議」設置 する。
　あい市の代表者と地産地消について協議 　　　　　全国的に動き始めた「地産地消」の風を

　　　　受け、本町における「地産地消」の基本的
　　　　な方針や、具体的な推進計画を策定する
　　　　ための組織である。

・事業費 310千円 ・事業費 ６７千円
推進会議の開催．組織の育成．先進地 生涯学習推進本部　産業経済部会より支出

視察
・学校給食へ町内産米６ｔ供給 　　・特産品パンフレット改訂 供給内容がちがう 学校給食は
・学校及び町内公共施設に１５年度より町内産　 　　・学校給食センター等への食材供給 各町の例による
　たまねぎを供給（事業主体　農村振興公社） 　　　　　味噌，米等供給実績あり。

産業課　真壁 産業課　井筒

③就農基盤整備　　就農基盤整備事業（県事業）　　　　　　　　　　 　就農基盤整備事業（県事業） 同一の取り扱いである 両町の制度による。
　　　基幹産業である農業の将来の担い手となる 　　　基幹産業である農業の将来の担い手となる
　　青年等の就農を促進するため、就農初期の経 　　青年等の就農を促進するため、就農初期の経
　　営基盤整備の負担軽減を図ることを目的とした 　　営基盤整備の負担軽減を図ることを目的とした
　　事業である。 　　事業である。
　　・対象者要件 　　・対象者要件
　　　　１．認定就農者であること。 　　　　１．認定就農者であること。
　　　　２．農業に専従し、将来認定農業者を目指 　　　　２．農業に専従し、将来認定農業者を目指
　　　　　　すものであること。 　　　　　　すものであること。

負担率：県　１/３，町　１/６， 負担率：県　１/３，町　１/６，
　自己負担　１/２ 　自己負担　１/２

・ １５年度農業用施設事業費補助金 ・ １５年度実施なし。
　　270千円

対象者　１名

県の支援事業の活用
及び地場産品の契約
栽培で需給調整が必
要。

構成は会見町の例によ
る

着手段階であり、試行
錯誤の状態である

合併後に次年度の農
業基本施策について
審議する早期決定が
必要。

項　　目
西　　伯　　町 会　　見　　町

現　　　　　　　　　　況
課　　題 調整方針

（ ））（



＊農地賃借料助成事業（県事業） ＊農地賃借料助成事業（県事業） 会見町のみ実施 会見町の例による。
該当者なし 　　　新規就農者が、就農初期の農地の

　　賃借料の負担軽減を図る。
　・対象者要件

１．認定就農者であること
２．新規就農者であること
３．親等の経営基盤を継承する場合、親等
　の農業所得が過去３年間の平均で,年間
　1,000千円未満であること
４．農業生産基盤が不十分であること

　・交付金助成措置
　１．負担額は県　１/２、町　１/２
　２．助成期間は原則として就農時から、
　　５年以内とする。
　３．助成の対象となる農地賃借料は、
　　地域の標準小作料を限度とする。

　対象者 １名
　事業量 ３０ａ
　事業費 30千円

農業委員会　竹中 産業課　井筒
就農基盤整備事業費補助金交付要綱（県の要綱） 就農基盤整備事業費補助金交付要綱（県の要綱）

④農村青年会議 該当なし 　農村青年会議補助金 会見町のみ実施 会見町の例による。
　　　次代を担う若い農業者の確保・育成するため
　　会議の活動を助成し、農業及び農村の魅力の
　　啓発活動の助長を図る。
　　　・会員数 4名
　　　・補助金 32千円
　　　・活動内容（通年事業）
　　　　　・子供を対象とした農業体験学習
　　　　　・消費者，県内外の農業青年等との交流

産業課　井筒

調整方針項　　目
現　　　　　　　　　　況

課　　題
西　　伯　　町 会　　見　　町



⑤特定農地貸付 特定農地貸付事業 該当なし 西伯町のみ実施 西伯町の例による
・農地（西伯町福成）2,693㎡
・農地所有者　２名
・区画数　２８区画
・利用者　　　　　　26名　 利用料74,500円
最近における農業をめぐる諸情勢の変化及び農業
者以外の者の農作業に対する関心の高まり等に
対応して、遊休農地を町が借り受けて町が貸し
付ける。又農 村地域の活性化を図る観点から特
定農地貸付けによる市民農園整備を実施する。
農業委員会　竹中
特定農地貸付法（国の制度に基づいて町が実施）
　定年帰農セミナ－ 該当なし 西伯町のみ実施 西伯町の例による
　　農業経営基盤強化促進対策の一環として実施

　農業後継者、担い手不足からくる地域農業構
　造を是正するため、担い手育成と地域農業と　
　しての集落営農組織の育成。
・平成１２年度より開催　年１０回セミナ－を実施
・事業主体　町、農協、普及所
・受講者数　平成15年度１７名
・農業の基礎知識とパソコン簿記、青色申告指導
・事業費 470千円

農業委員会　竹中
農業経営総合対策事業実施要領

2.水田農業 水田農業経営確立対策 水田農業経営確立対策 配分方法．確認のし
・水田面積　636.08ha ・水田面積　　373.8ha 方、確認謝礼方法
・転作面積　242.30ha（38.09％） ･転作面積　　163.6ha(43.9 %) が異なる
・面積再配分（転作不利地に配分）20ha 県から指示された転作面積を、地区説明会

６月下旬～７月上旬 （2月下旬）で町内20集落に％一律配分 国の発表により、
飯米農家には転作割当免除 １６年度から制度が

・現地確認　　集落で自主確認後町で再確認 ・転作確認　　集落で自主確認 変わる
６月下旬～７月上旬 （国の動向による）

・現地確認謝礼　時間、面積、筆数で配分 ･確認報償費　　 274,920円
（町の水田面積÷集落の水田面積＝　％ ９地区×３人×半日3,160 円
　転作確認謝礼×％＝集落謝礼 １１地区×３人×一日6,320円
　転作確認謝礼×個人確認時間/全体確認 （一般事務賃金をもとに算出・時価）
　時間＝個人謝礼）
・面積再配分（転作不利地に配分）20ha

町内転作余剰面積を配分
産業課　真壁 産業課　田村
水田農業確立対策要綱 水田農業確立対策要綱

新町において調整する
①水田農業経営
確立対策

⑥定年帰農セミ
ナー

項　　目
会　　見　　町西　　伯　　町

現　　　　　　　　　　況
課　　題 調整方針



21世紀水田農業確立対策事業（県事業） 　２１世紀水田農業確立対策事業（県事業）

(H16年度までの予定）

・ 補助率　県1/3　町1/6　事業主体1/2 ･補助率　県1/3,  町1/6,  事業主体1/2
・ 対象者 ・ 対象者

柏尾農事実行組合、JA西部、農村振興公社 三崎生産組合、農事組合法人寺内農場
＊機械導入基準

営農集団が整備されていること
４haの転作作物の団地化

・ 概要　トラクタ-1台（ﾛ-ﾀﾘ-．ｳｲﾝｸﾞﾊﾛ-） ・概要 田植え機１台
ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ2棟（いちじく、花き） 水稲コンバイン２台
コンバイン１台 大豆コンバイン１台

産業課　真壁 産業課　田村
鳥取県２１世紀水田農業確立対策事業要綱 鳥取県２１世紀水田農業確立対策事業要綱
該当なし 　町単独転作奨励事業 会見町のみ実施

　 ・目的　　農地の集団化を促進
転作田を１作物１ha以上連担させた団地に対し
連担団地面積１０aあたり５千円の交付。
事業費 610千円 （※要綱別添）

産業課　田村
会見町単独団地化促進助成金交付要綱

　財団法人西伯町農村振興公社 該当なし 西伯町のみ実施
・運営補助　1,800千円(15年度予算額）

設立  平成７年 職員　２名　
作業内容　　水稲作業の委託、再委託

　大豆作業の委託
管理運営
出捐金　町6,000千円　農協4,000千円
１４年度収支決算　収入　25,931,345円

支出　21,985,871円
産業課　持田
財団法人西伯町農村振興公社寄付行為

課　　題

補助対象者選定基準
が違う

目的　高齢化などにより営農困難な農家の農地
及び農作業を担い手農家へ斡旋することにより
農地の保全と効率的な農業経営を図るととも
に、農作業の受託により農地の荒廃防止を図る

調整方針

②21世紀水田農
業確立対策

項　　目

（会見町は集落営農推進のために独自基準
を設定している）

西　　伯　　町 会　　見　　町

・水田転作の輪作体系を確立させるため、大
型機械を導入して農作業の省力化、コスト軽
減を図るとともに水稲、大豆、ソバの団地化の
促進と集団的な取組みを行い集落営農の推
進と経営の安定を目指す。

理事　１０名　監事２名

・水田転作の輪作体系を確立させるため、
大型機械を導入して水稲、麦、大豆の集
団的な取組みを行なう又、水田に町特産
物のイチジクを栽培するためハウスを導入
し、担い手農家の経営規模拡大と所得向

③町単独転作奨
励事業

④大型営農事業

16年度は各町の例によ
る。

16年度は会見町の例に
よる。
１７年度以降は新町で
調整する

16年度は西伯町の例に
よる。

１７年度以降は新町で
調整する

１７年度以降は新町で
調整する



該当なし 　集落営農 会見町のみ実施
目的
　・　集落における農地利用の合理化や、機械・
　　施設の共同利用、共同作業などによって、
　　農業生産コストの低減を図る。
　・　農業従事者の高齢化や減少による、担い手
　　不足問題に対し。集落ぐるみの取組により、
　　遊休農地の解消を図る。
　・　集落営農活動により、地域住民の相互理解
　　や、連帯感を深めることにより、農村社会の、
　　活性化を図る。

･法人　「農事組合法人寺内農場」
・水稲生産組合 ９組合

　２１世紀水田農業確立対策事業による機械導入
　水田農業体質強化促進事業で支援　3,170千円

三鴨（総括）・田村（水田農業）・井筒（組織関係）

⑥花壇整備事業 該当なし 　花壇整備事業（町単独事業） 会見町のみ実施 新町において調整する

・事業費　　　765,000円 （18団体、9,778ポット）
補助金　300,000円 消耗品　165,000円

産業課　仲田

３．地域農政 農業経営体活性化事業（国の制度） 農業経営体活性化事業（国の制度）
（農業経営基盤強化促進対策より変更） （農業経営基盤強化促進対策より変更）
・農業経営改善支援センター事業(認定農業者) 　　　農業経営改善支援センター事業

　　　　認定農業者制度の促進 　　　　認定農業者制度の促進
　　　　認定農業者の経営改善への相談・支援 　　　　認定農業者の経営改善への相談・支援

・認定農業者数2人 　　　・認定農業者数１１人、準認定１人
事業費458千円 事務費のみ 事業費　98千円　事務費のみ
（認定農業者育成も含む）

農業委員会　竹中 産業課　井筒

課　　題

農業経営基盤強化促進法・
農業経営総合対策事業実施要領

農業経営基盤強化促進法・
農業経営総合対策事業実施要領

調整方針
西　　伯　　町 会　　見　　町

町内の花づくりグループに花壇苗の配布を行う
（苗代の半額を補助）

①農業経営体活
性化事業

項　　目

16年度は会見町の例に
よる。
１７年度以降は新町で
調整する

⑤集落営農組織
支援

16年度は各町の例によ
る。

事業費・事業内容が違
う

１７年度以降は新町で
調整する



②農地銀行活動 　農地銀行活動 農地銀行活動 なし 両町の制度による。
　　・規模拡大農業者支援事業 　　・規模拡大農業者支援事業
　　(旧　農地を活かした担い手づくり支援事業) 　　(旧　農地を活かした担い手づくり支援事業)
　　　　認定農業者の規模拡大意欲を喚起し、 　　　　認定農業者の規模拡大意欲を喚起し、
　　　農地の集積を図る。 　　　農地の集積を図る。
　　　対象者 認定農業者及び準認定農業者 　　　対象者 認定農業者及び準認定農業者
　　　交付要件 　対象者が３年以上の賃借権に 　　　交付要件 　対象者が３年以上の賃借権に

より経営耕地を拡大する場合 より経営耕地を拡大する場合
　　　内容 ３年以上の賃貸借に関して 　　　内容 ３年以上の賃貸借に関して

8,000円/１０ａ 8,000円/１０ａ
負担区分 県　１/2　，町　１/２ 負担区分 県　１/2　，町　１/２
実施時期 Ｈ１５～１７（１７年、で打ち切り） 実施時期 Ｈ１５～１７（１７年で打ち切り）
平成１４年度実績 平成１４年度実績

対象者 １名 対象者 2名
事業量 ７．６３０㎡ 事業量 ８．８０２㎡
事業費 61,040円 事業費 133,760円

農業委員会　竹中 産業課　井筒
農業経営基盤強化促進法 農業経営基盤強化促進法
　経営対策体制整備推進事業 経営対策体制整備推進事業 同一の制度であるが 新町において調整

・地域農業マスタープラン    ・地域農業マスタープラン する。
本町の農業生産は、水稲・畜産を主体に行 　本町の農業は、水稲と梨・柿を主体とする果樹
われていたが、近年施設園芸の導入による に分けられるが、特に富有柿は本町の特産品と
果樹、花き、野菜栽培、その他露地野菜を して町づくりの中核をなし、専業農業者を中心に
中心に行なわれている。 先進的な経営が行われている。一方、水田農業
本町の農家はほとんどが兼業農家で、専業 担い手不足等により深刻な問題に直面している。
農家は極めて少ない状況である。 　そのため、優良農地の保全や農地の流動化を
今後は、本町の目指すまちづくりのテ－マで 促進し、野菜等を導入した複合型営農組織形態
ある「エコタウンさいはく」の理念に基づき、 等農地の有効利用による収益性の高い農業経
資源循環型の有機農業を基本に据え、稲作 営を確立するとともに、集落営農組織あるいは第
にあわせ畜産、果樹、野菜、花き、転作田で ３セクターによる農作業の受委託体制を確立する。
の大豆団地等を導入した複合形態を育成し
中核となる担い手農家の育成や農用地の
流動化による経営規模の拡大を推進し、魅
力とやりがいのある農業経営を目指す。
・事業費　　今年度予算無し ・事業費 今年度予算無し

産業課　真壁 産業課　井筒
農業経営基盤強化促進法 農業経営基盤強化促進法

マスタープランの内容
が違う

③経営対策体制
整備推進事業

項　　目 課　　題 調整方針
西　　伯　　町 会　　見　　町



④農地流動化 農地流動化 　農地流動化 それぞれ単独事業として新町において調整
・流動化推進員活動 ・流動化推進員活動 実施している。 する。

　地元の希望、相談などを集落規模で受け 　地元の希望、相談などを集落規模で受け
つける推進員を置き、集積活動の推進を図 つける推進員を置き、集積活動の推進を図
る。 る。
平成１４年度実績　48.3ha 平成１４年度実績  11.9ha
・事業費 １０９千円 ・事業費 ３０６千円

推進員手当　0円 推進員手当　127千円
農家台帳管理委託料　71千円 農家台帳管理委託料　141千円
電算処理手数料　38千円 電算処理手数料　38千円

農業委員会　竹中 産業課　井筒
農業経営基盤強化促進法 農業経営基盤強化促進法

⑤地域整備促進 　地域整備促進（農業振興地域整備計画） 地域整備促進（農業振興地域整備計画） 新町において調整
農業振興地域の設定・除外を検討し、計画を 農業振興地域の設定・除外を検討し、計画を する。

　　策定する。 　　策定する。
・事業費なし ・事業費なし

産業課　前田 産業課　仲田
農地法 農地法

４．農業基盤整備 　西伯町土地改良区補助金 新町において調整
①土地改良区 ・事務費補助　　　　９，５１４千円 する。

改良区事務費ー地元負担＝事務費補助
補助金の使途 職員給与．運営事務費等

会見地区土地改良区
・補助金　　1,200千円

均等割　　　　30,000円
面積割　　1,170,000円

会見地区290ha　米子市地区72.2ha　
西伯地区55.9ha 岸本地区2.8ha その他13.1ha

会見地区土地改良区
・負担金　　252千円

均等割　　30,000円
面積割　222,000円

会見地区290ha　米子市地区72.2ha　
西伯地区55.9ha 岸本地区2.8ha その他13.1ha

産業課　本田 産業課　仲田

調整方針

両町の農政審議会・農
業委員会との調整が
必要

ただし、その後の動向
については検討中

会見地区土地改良区
事務は１６年度で完了

西　　伯　　町 会　　見　　町
項　　目 課　　題



該当なし 　小規模土地改良事業（町単独事業） 会見町のみ実施 １６年度は会見町の例
・補助対象事業 による

・対象事業費　2,000千円上限
・補助金　事業費の10％
・予算額　　200,000円
・補助対象　会見町民　（14年度：4件　59,216円）

産業課　仲田
会見町補助金等交付規則による

５．農業資金 　農業資金利子補給(県の制度） 同一の取り扱いで 両町の制度による。
＊牛舎、乳牛　ス－パ-L利子補給（債務負担） あるが取組み資金

農業経営基盤強化資金（ス－パ－L）１件 がちがう
補助率　県１/２　町1/2

＊元気な農業者支援特別資金利子補助
認定農業者　　１件　　　　０．５％

＊自作農維持資金　県、町各1/３補助 １件
平成１１年台風１８号被害対策資金　1.333％

＊震災関係借入金利子補助（２件） ＊震災関係借入金利子補助（９件）
　・近代化資金　1.3% 　・近代化資金　1.3%
　・経営安定特別資金　2.65～3.25% 　・経営安定特別資金　2.65～3.25%
（県　１/２，町　１/２） （県　１/２，町　１/２）

貸付現在高 2,273,561円 貸付現在高 16,730,000円
利子補給額 29,652円 利子補給額 582,048円

総貸付現在高 57,140,040円
総利子補給額 700,037円

産業課　瀬尾，農業委員会　竹中 産業課　井筒
別紙要綱・要領による 鳥取県市町村総合交付金実施要綱による
　農業信用基金出資 農業信用基金出資 出資額が違う 新町において調整

・農業信用基金協会出資金　100千円 ・農業信用基金協会出資金 ７０千円
各市町村均等割　　　８％（10,000円） 各市町村均等割　　　８％（10,000円）
農家戸数割　　　　　２２％ 農家戸数割　　　　　２２％
保証残高比率　　　７０％ 保証残高比率　　　７０％

産業課　真壁 産業課　井筒

会　　見　　町

（基金側の方針未定）

項　　目
西　　伯　　町

課　　題 調整方針

　農業資金利子補給(県の制度）

②農業信用基金
出資

②小規模土地改
良事業

①農業資金利子
補給

１７年度以降は会見町
の例により補助基準は
新町で調整する。

農道（新設、改良、舗装）・暗渠排水・開畑・ほ場
整備その他農用地、農業用施設災害復旧を含む
土地改良事業



６．中山間地域等 　中山間地域等直接支払制度（国の制度） Ｈ１６年度で終了予定 両町の制度による。
　　直接支払い である。

協定数　３１集落３３協定 協定数　１０集落１３協定
急傾斜154ha．緩傾斜137ha　 急傾斜３８．４ha．緩傾斜１３．２ha　
補助率　国1/2 県1/4　町1/4 補助率　国1/2 県1/4　町1/4
１５年度予算額　43,040千円 １５年度予算額　8,673千円
　要綱、要領等別添参考 　要綱、要領等別添参考

産業課　後藤 産業課　井筒

　中山間地域等直接支払推進関連事業（ソフト） 中山間地域等直接支払推進関連事業（ソフト） Ｈ１６年度で終了予定 両町の制度による。
事務事業費　　８９８，０００円 事務事業費　　３００，０００円 である。
国庫補助率　1/2 国庫補助率　1/2

産業課　後藤 産業課　井筒
中山間地域等直接支払推進事業実施要領 中山間地域等直接支払推進事業実施要領

７．県営中山間地域 　県営中山間地域総合整備事業 　県営中山間地域総合整備事業 なし 両町の制度による。
　総合整備事業

・西伯耆地区　（９～１６年度） ・西伯耆地区　（９～１６年度）
ほ場整備（八金） 畑灌漑施設（五色が丘）

暗渠排水（荻名）
・西伯耆２期地区　（１０～１７年度） ・西伯耆２期地区　（１０～１７年度）

ほ場整備（あご牛） 農業用水路（法城外３ヶ所）
暗渠排水（福頼） 暗渠排水（高姫）
ほ場整備換地業務　１２地区　 農道舗装（朝金）
補助率　国55％　県30％　町10％　地元5％ 補助率　国55％　県30％　町10％　地元5％
１５年度予算額　42,872千円 １５年度予算額　　4,350千円

産業課　長尾　本田 産業課　三鴨
中山間地域総合整備事業実施要綱 中山間地域総合整備事業実施要綱

目的　中山間地域等においては、高齢化や農
業生産条件が不利な地域があることから、耕作
放棄地の増加等により多面的機能の低下懸念
されために、平成12年度より５年間にわたり耕作
放棄地を出さないことを約束する条件に交付金
を受け取る制度

目的　中山間地域等においては、高齢化や農業
生産条件が不利な地域があることから、耕作放棄
地の増加等により多面的機能の低下懸念された
めに、平成12年度より５年間にわたり耕作放棄地
を出さないことを約束する条件に交付金を受け取
る　制度

課　　題

①中山間地域等
直接支払制度

調整方針

中山間地域等直接支払交付金実施要領
中山間地域等直接支払西伯町基本方針

中山間地域等直接支払交付金実施要領
中山間地域等直接支払会見町基本方針

　中山間地域等直接支払制度（国の制度）

目的　農地の荒廃と農村の過疎化に歯止め
をかけ、優良農地の確保と農地の保全を図る
ため、ほ場、棚田、暗渠排水及び畑かん、農
道、用排水の整備を行ない、労働力の節減と
近代的農業による品質の向上と生産性の向
上を図る。

目的　農地の荒廃と農村の過疎化に歯止めを
かけ、優良農地の確保と農地の保全を図るた
め、ほ場、棚田、暗渠排水及び畑かん、農道、
用排水の整備を行ない、労働力の節減と近代
的農業による品質の向上と生産性の向上を図
る。

西　　伯　　町 会　　見　　町
現　　　　　　　　　　況

項　　目

②中山間地域等
直接支払推進関
連事業（ソフト）

①県営中山間地
域総合整備事業



８．畜産振興 　畜産振興奨励 該当なし 西伯町のみ実施
①畜産振興奨励 西伯町内で種付けをし、町内で分娩し市場へ

上場した牛の生産者に対し農協が補助する場 １７年度以降は新町
合における当該事業に要する経費 において調整する。
1,300円/頭数
１５年度74頭　予算額　97千円

産業課　益田
畜産振興奨励（種付料助成）事業補助金要綱
該当なし 　高齢者肉用牛飼育奨励事業 会見町のみ実施

・対象者　　65歳以上
・助成額　　14,400円(年）／人 １７年度以降は新町
・該当農家数　　８戸 において調整する。
・該当者数　 　１２名
・飼育頭数　　３２頭
・予算額　　259,200円

産業課　仲田

　和牛繁殖利子補助　　　事業費14千円 該当なし 西伯町のみ実施
鳥取西部農協が町内に住所を有する者で農協
に預託をして購入した繁殖和牛に対し町と農協 １７年度以降は新町
が利子補給を行う。 において調整する。
初年度利子に対し３％
2年～3年　　　 ２％
利子補給は３年間

15年度２頭予定
産業課　益田

　子牛生産検査業務委託　　　30千円 該当なし 西伯町のみ実施
子牛生産検査を鳥取西部農業協同組合に委託

１７年度以降は新町
産業課　益田 において調整する。

　肉用牛導入促進助成　　　250千円 該当なし 西伯町のみ実施
目的　肉用牛の導入を促進することにより、畜産
農家の意欲、所得向上を図り畜産振興に資する １７年度以降は新町
５頭予定　（補助額１頭当り上限５万円） において調整する。
和牛飼育農家２９戸（内肥育農家５戸）
乳牛飼育農家１戸
産業課　益田
肉用牛導入促進助成事業補助金交付要綱

②高齢者肉用牛
飼育奨励事業

１６年度は各町の例によ
る

１６年度は各町の例によ
る

１６年度は各町の例によ
る

１６年度は各町の例によ
る

１６年度は各町の例によ
る

現　　　　　　　　　　況
課　　題 調整方針

西　　伯　　町 会　　見　　町

⑤肉用牛導入促
進助成

③和牛繁殖利子
補助

④子牛生産検査
業務委託

項　　目



　肉用牛特別導入基金 該当なし 西伯町のみ実施
目的　肉用牛資源の確保と高齢者等の福祉の向
上に資する為に、国及び県が定めた実施要領及 １７年度以降は新町
び通達に基づき設置 において調整する。
肉用繁殖雌牛の貸し付け、１頭上限４２万円 基金は新町に引き
基金残高　　　　　3,025千円　　 継ぐ
貸し付け牛　３頭　額1,146千円
貸し付け期間育成雌牛５年間．成雌牛３年間

産業課　益田
西伯町肉用牛特別導入事業基金条例施行規則

９．林業振興 　町行造林 該当なし 西伯町のみ実施 西伯町の例による。
①町行造林 間伐．枝打ち　10ha　　2,870千円

西伯町二枡
衛生伐（松くい虫）　　1,530千円
西伯町落合
森林国営保険　　　　　　480千円
町行造林面積　313ha

産業課　谷田
西伯町行造林実施要綱

②林道管理 　林道管理 　林道管理 管理方法が違う 西伯町の例による。
・母塚山線．ヒカラシ線．鎌倉山線

上中谷線草刈
１５年度予算額　500千円 管理予算なし（受益者に維持管理を依頼）
　町　管理　　６路線　22,608m ・林道　　町　管理　　７路線　7,565m
　地元管理　23路線　14,992m　 地元管理　　１路線　　250m

産業課　谷田 産業課　仲田
根拠法令　なし

③広域基幹林道 　広域基幹林道（県営） 該当なし 西伯町のみ実施 西伯町の例による。
起点　西伯町徳長　終点西伯町大木屋
平成 ３年～平成２６年　総延長２３．７km
・行者山線負担金　　　　17,250千円
・行者山線財産購入　　　　6,420千円
・行者山線立木補償　　　　4,000千円
１５年度予算額　27,670千円

産業課　長尾

調整方針課　　題
現　　　　　　　　　　況

西　　伯　　町 会　　見　　町
⑥肉用牛特別導
入基金

項　　目

１６年度は各町の例によ
る



　１００年の森整備 該当なし 西伯町のみ実施 西伯町の例による。
水源涵養や国土保全、酸素の供給源である
森林を管理しながら２２世紀に伝えるこ
とを目的とし、緑水湖周辺の町有林を指定し
町民、ボランテア、森林関係者等の理解の
もとに、自然や環境と共生できるまちづくり
をめざす。
検討委員会委員　１６名
事業費　１５年度なし　補正対応
事業内容は検討委員会で協議中

産業課　長尾
要綱　なし
　緑水湖地区森林水環境総合整備（県営事業） 該当なし 西伯町のみ実施 西伯町の例による。

目的　水源渓流．貯水池である緑水湖等の周辺
森林について、渓岸から斜面域にわたる一体的
且つ総合的な森林整備を行なうことにより、水
源涵養機能の発揮をより一層向上させ、生活用
水の確保と保全、水資源の維持と培養、さらに
保健休養にも資する

県営事業　平成１３年度より４年間
保安林に300ha指定

谷止工　９基　間伐、枝打ち、自然林改良、
植栽工102.3ha　護岸工250m 
保安林管理道1100m 作業車道　550m 
作業歩道　1770m

町負担金　なし
産業課　長尾

該当なし 　危険木伐倒事業（町単独） 会見町のみ実施 会見町の例による。
松くい虫被害による枯松が枯れ死したまま放置
され、公道等に倒木の危険があり伐採する必要
がある場合、枯松を所有し又は管理する者に代
わり伐採する。
事業費 300千円

産業課　谷田 産業課　仲田

⑤危険木伐倒事
業（町単独）

現　　　　　　　　　　況
会　　見　　町西　　伯　　町

課　　題 調整方針

④緑水湖地区森
林水環境総合整
備

項　　目



　森林整備地域活動支援交付金 　森林整備地域活動支援交付金 なし 両町の制度による。
目的　林業の採算性の悪化、所有者の高齢化 目的　林業の採算性の悪化、所有者の高齢化 （国の制度）
等により、植林後放置林が発生するなど森林 等により、植林後放置林が発生するなど森林
の有する多面的機能の発揮が懸念され、多面 の有する多面的機能の発揮が懸念され、多面
的機能の発揮には森林の適正な整備を行な 的機能の発揮には森林の適正な整備を行な
うため（森林の現況調査、施業区域の明確化、 うため（森林の現況調査、施業区域の明確化、
歩道の整備） 歩道の整備）
・森林1haあたり1万円の支援 ・森林1haあたり1万円の支援
・補助率　国1/2　県1/4 町1/4 ・補助率　国1/2　県1/4　 町1/4
・対象森林　900ha ・対象森林　　301ha
・事業費　　9,000千円 ・事業費 1,600千円

１５年度交付対象 １５年度交付対象
鳥取県造林公社 鳥取県造林公社
（有）サングリ－ン
町内３集落

産業課　谷田 産業課　仲田
森林整備地域活動支援交付金 森林整備地域活動支援交付金

⑦県単治山事業 　県単治山事業 　県単治山事業 同一の事業であるが 新町により調整する。
負担率 負担率 負担割合がちがう
・保安林　県2/3   町1/6 　受益者1/6 ・保安林　　県2/3(66%) 町　4％、受益者30％
・一般林　県50％ 町25％  受益者25％ ・一般林　　県50％、     町20％、受益者30％
事業予定なし 事業予定なし

産業課　谷田 産業課　仲田
県単独治山事業分担金条例 県単独治山事業分担金条例

10．松くい虫防除 　松くい虫空中散布防除 　松くい虫空中散布防除 両町の制度による。
＊特別防除（春のみ） 予算額　16,830千円 ＊特別防除（春のみ） 予算額　4,836千円
・県代行　１３５ha ・県代行　　50ha
・奨　励　 ４１１ha　 ・奨 　励 　110ha
・養蜂移転　40群　　予算額　　　　32千円 ・養蜂移転　４０群 予算額　　198千円

＊緊急防除（秋のみ） ・緊急防除対象地域なし
・国奨励　３００本　　予算額　1,606千円

産業課　谷田 産業課　仲田
森林病害虫等防除事業実施要領 森林病害虫等防除事業実施要領
　松くい虫被害立木伐倒駆除 （秋季） 　松くい虫被害立木伐倒駆除 （秋季） なし 両町の制度による。

・命　令　　１３０ｍ3　　予算額　１，６３２千円 ・命　令　  　70ｍ3    予算額　　966千円
・奨　励　　３００ｍ3　　予算額　３，７６７千円 ・奨　励　　190ｍ3　　予算額　2,308千円　　

産業課　谷田 産業課　仲田
森林病害虫等防除事業実施要領 森林病害虫等防除事業実施要領

①松くい虫空中
散布防除

②松くい虫被害
立木伐倒駆除

課　　題
会　　見　　町西　　伯　　町

現　　　　　　　　　　況

西伯町は緊急防除も
実施している

調整方針

⑥森林整備地域
活動支援交付金

項　　目



　松林保護樹林帯緊急造成 　松林保護樹林帯緊急造成事業 なし 両町の制度による。

・別添事業概要参照
事業費　１５年度なし 事業費 412,800円

産業課　谷田 産業課　仲田
森林病害虫等防除事業実施要領 森林病害虫等防除事業実施要領

11．有害鳥獣対策 　有害鳥獣対策駆除対策（猟友会） 　有害鳥獣対策駆除対策（猟友会委託） 駆除対象鳥獣が違う
・イノシシ駆除　4千円/日 ・イノシシ駆除　84千円／月

予算額　３０８千円 予算額 ６７２千円 （8ヶ月）
・カラス駆除　60千円／月×２ケ月

予算額 １２０千円 （8ヶ月）
・イノシシ捕獲奨励金　10千円/頭 ・イノシシ捕獲奨励金　　10千円／頭

予算額　１５０千円 予算額 ２００千円 （20頭分）
・ヌートリア駆除謝金（乙資格者）

予算額 6,000×３人＝18,000円
産業課　後藤 産業課　仲田
イノシシ等被害防止対策事業補助金交付要綱 会見町猟友会との申し合わせ及び県実施単価
　イノシシ侵入防護柵設置補助 　イノシシ侵入防止柵設置補助 補助方法の検討。

＊トタン、ネット、杭、電気柵　 ＊トタン、ネット、杭、電気柵　
県１/３　町１/３　受益者１/３　 県１/３　町１/３　受益者１/３　
上限単価 ４０８円 上限単価 ４０８円
１５年度予算額　2,000千円 予算額 ２４４．８千円 （６００ｍまで）
役場が資材を購入し、申込者に配布し
1/3の負担金を徴収する。

＊捕獲柵設置　(檻） ＊捕獲柵設置　(檻）
県１/２　町１/２　　 県１/２　町１/２　　
予算額　１５年度予算なし 予算額　１５年度予算なし

産業課　後藤 産業課　仲田
イノシシ等被害防止対策事業補助金交付要綱 イノシシ等被害防止対策事業補助金交付要綱

③松林保護樹林
帯緊急造成

①有害鳥獣対策
駆除対策

②イノシシ侵入防
護柵設置補助

保全する松林の被害を防止するため、松くい虫
被害の感染源となる周辺部の松林の樹種転換

保全する松林の被害を防止するため、松くい虫
被害の感染源となる周辺部の松林の樹種転換を

項　　目

委託料等の支払方法
が違う

補助金をＪＡ西部会見支所を支払い、ＪＡがトタ
ン等の購入者に補助金を振り込む

西　　伯　　町 会　　見　　町
現　　　　　　　　　　況

調整方針課　　題

１６年度は各町の例によ
る
１７年度以降は新町で
調整する。

１６年度は各町の例によ
る
１７年度以降は新町で
調整する。



該当なし 　植物無菌培養施設 会見町のみ
・所在地　トレセン敷地内
･目的 バイオを活用したふうらん等の栽培
・概要 本館

鉄骨造平屋建70㎡　（Ｈ8年建築）
パイプハウス
ビニールハウス84㎡　（Ｈ10年建築）
倉庫
プレハブ平屋建19.4㎡（Ｈ12年建築）

･指導員 １名（非常勤嘱託）
・指導員報酬　　　1,761,600円（年額）
･組織 ふうらん生産組合
･現培養本数

鉢植え 4,710鉢
ポット植え 3,564鉢
育成瓶（450ml） 1,376本

産業課　井筒
会見町植物無菌培養施設の設置及び
管理に関する条例

　西伯町農産物加工施設「めぐみの里」 　地域農産物加工運営施設　「味工房えぷろん」 運営主体の違い。
建設年H６年 建設年H１２年
・ 所在地　西伯町阿賀915-2 ・所在地　会見町市山
・ 目的　農産物の加工技術の確立、女性組織育 ･目的　地産地消の推進、特産品開発

成及び活動を通じて農業農村の活性を図る 　　　　　農産物加工体験・交流研修
・ 概　要　鉄骨平屋408.7㎡　１棟 ・概要　　鉄骨造平屋建281.3㎡　（Ｈ12年建築）

※農産物直売所を併設 味噌･豆腐加工室
新商品加工室、交流研修室

・ 許　可　味噌、豆腐、菓子、惣菜、食肉販売 ・許可　味噌、豆腐、菓子、ケチャップ、惣菜
（町が許可をとって営業）

・ 指導員　町嘱託職員 ･指導員　　１名（非常勤嘱託）
・ 指導員報酬　年額　1,880,400円 ・指導員報酬　　　1,354,800円（年額）
・ 組　織　めぐみの里利用者協議会　　（別添） ･組織　あいみ虹の会、グループえぷろん、

 めぐみの里加工研究グループ（別添） あゆみグループ等
＊加工施設使用料（別添） ※使用料金表は別添

・ めぐみの里運営委員会
鳥取西部農協理事・支所長
西伯町助役・総務課長・産業課
委　託　　管理運営を農協と委託契約
施設管理費は町が支出
消防設備、加工機点検　清掃、病害虫駆除 町直営

１７年度以降の雇用条
件等は新町で調整す
る。

１７年度以降の雇用条
件等は新町で調整す
る。

②農産物加工施
設

12．施設の管理、運
営

会　　見　　町
課　　題

西　　伯　　町
現　　　　　　　　　　況

項　　目

①植物無菌培養
施設

会見町の例による。

調整方針

各町の例による

使用対象者、料金徴収
等は合併までに別途協
議する。

使用対象者、料金徴収
等は合併までに別途協
議する。



産業課　瀬尾 産業課　田村
西伯町農産物加工施設の設置及び管理に関する 会見町地域農産物加工施設の設置及び
条例及び西伯町農産物加工施設管理委託契約 管理に関する条例

該当なし 　会見・溝口・岸本地域振興株式会社 会見町のみ 会見町の例による。
・所在地　会見町役場内 （設立　Ｈ１１．２月） 他町、他団体と調整
・概　要　会見・溝口・岸本町及び商工会、ＪＡ　 が必要。

西部の共同出資による特産品販売
施設「特産ｾﾝﾀｰ野の花」を経営
（社長：会見町長）

・出資金　会　見：　6,250千円
　　 溝　口：2,000千円

岸　本：2,000千円
Ｊ　Ａ　：1,350千円
商工会：　900千円（３町で）
合計　　12,500千円

産業課　三鴨・田村

該当なし 　特産センター野の花 会見町のみ 会見町の例による。
･所在地　とっとり花回廊駐車場 他町、他団体と調整
・木造平屋建（Ｈ１１建築）　 が必要。
･概要　　会見･溝口・岸本町地域特産品販売
警備料・イベント料・広告料を３町で均等に負担
予算額　600,000円（一町当り200,000円）補助金
・毎年春に、３町交流フェスティバルの開催

産業課　三鴨・田村

該当なし 　農業者トレーニングセンター 会見町のみ 会見町の例による
･所在地　会見町役場敷地内
･概要　鉄筋コンクリート二階建

延床面積　1,911㎡（s57年建築）
アリーナ、武道場が使用可
町民対象に貸し出す

･常駐管理人不在
産業課　田村
会見町農業者トレーニングセンターの設置
及び管理に関する条例

使用対象者、料金徴収
等は合併までに別途協
議する。

③会見・溝口・岸
本地域振興株式
会社

④特産センター
野の花

項　　目 課　　題 調整方針
現　　　　　　　　　　況

⑤農業者トレーニ
ングセンター

西　　伯　　町 会　　見　　町



　西伯町農村環境改善センター（プラザ西伯） 　会見町農村環境改善センター 運営形態が違う
建設年　S５９年 建設年　S６１年
･目的　農村環境改善の拠点とし、地域農業の ・目的　農村環境改善の拠点とし、地域農業の

振興発展を図る 振興発展を図る
・所在地　西伯町法勝寺１６７-２ ･所在地　会見町市山
・概要　鉄筋コンクリ－トニ階建 ･概要　鉄筋コンクリート平屋建

大会議室、小会議室、広場 研修室、和室、調理室他
管理委託.冷暖房.消防設備、地下タンク 管理委託.冷暖房.消防設備、地下タンク

点検　清掃 委託先　民間業者委託 点検　清掃 委託先　民間業者委託

産業課　谷田 産業課　田村
西伯町農村環境改善センタ－の設置及び管理 会見町農村環境改善センターの設置
に関する条例 及び管理に関する条例

⑦大豆加工所　 　西伯町大豆加工所　建設年　S59年 該当なし 西伯町のみ 西伯町の例による。
目的　水田利用再編対策の推進と転作の

団地化、定着化を図る
所在地　西伯町法勝寺４９１
概要　　木造平屋106㎡

直営
産業課　瀬尾
西伯町大豆加工所の設置及び管理に関する条例
　西伯町バンガロー管理委託　 該当なし 西伯町のみ 西伯町の例による。

建設年H６～７年
農業農村の活性化を図るための交流促進
施設
所在地　西伯町下中谷
概要　木造平屋4棟、2階３棟
受託者　財団法人西伯町地域振興会
14年度　使用料　18,694,570円

委託金　 9,952,361円
産業課　谷田
西伯町バンガロ－の設置及び管理に関する条例

使用対象者、料金徴収
等は合併までに別途協
議する。

⑥農村環境改善
センター

⑧バンガロー管
理

項　　目

各町の例による

使用対象者、料金徴収
等は合併までに別途協
議する。

課　　題
現　　　　　　　　　　況

西　　伯　　町 会　　見　　町
調整方針



　西伯町ふれあい広場緑水湖オートキャンプ場 該当なし 西伯町のみ 西伯町の例による。
管理委託　建設年H９～１０年
町民及び地域住民の健全な観光レクリェ－ション
活動の場を確保し、もって地域の振興に資する。
所在地　西伯町下中谷
概要　キャンプサイト25、サニタリー１棟

＊西伯町農林業体験実習館施設（こもれび工
房）管理委託　建設年H10年
農山村の資源を活用した食品や工芸品の制作
体験を通じ都市住民との交流や地域の農産物
を加工した食品の製造販売を行なうことで農
農家所得の向上を図る。
概要　鉄骨平屋１棟　217.03㎡
委託者　財団法人西伯町地域振興会
２施設を１施設として管理運営
１４年度　使用料　13,616,786千円
　　　　　委託金　17,684,356千円

産業課　谷田
西伯町ふれあい広場緑水湖オ－トキャンプの
設置及び管理に関する条例
西伯町農林体験実習館の設置及び管理に関
する条例
　西伯町健康増進施設「レークサイドアリーナ」 該当なし 西伯町のみ 西伯町の例による。

管理委託 建設年　S62年
農林漁業者等の福祉の増進及びスポ－ツを
振興し、心身の健全な発達に寄与する
所在地　西伯町下中谷９６５-５
概要　　659.52㎡　鉄骨平屋　１棟
委託者　財団法人西伯町地域振興会
１４年度　使用料　 50,000円

委託金　300,000円
産業課　谷田
西伯町健康増進施設の設置及び管理に関す　
る条例

会　　見　　町西　　伯　　町
⑨ふれあい広場
緑水湖オートキャ
ンプ場

⑩健康増進施設
「レークサイドア
リーナ」

項　　目 課　　題 調整方針
現　　　　　　　　　　況



　西伯町林業者等休養施設管理委託（緑水園別館該当なし 西伯町のみ 西伯町の例による。
建設年 S58年
林業者等の休養福祉の場を提供することを目的
とし、地域林業の振興発展を図る
所在地　西伯町下中谷６０６

概要　　272.83㎡　鉄骨２階１棟
委託者　財団法人西伯町地域振興会
１４年度　使用料　540,000円

委託金　540,000円
産業課　谷田
西伯町林業者等休養福祉施設の設置及び管理
に関する条例
　西伯町森林公園管理委託　建設年S58～H5年 該当なし 西伯町のみ 西伯町の例による。

森林の持つレクリェション機能を活用し林
業者等の就労の場の確保と所得の向上を図る
所在地　西伯町下中谷
概要　　ｷｬﾝﾌﾟ場等
交流促進ｾﾝﾀ-　建設年H10～11年
概要　木造平屋　１棟

（ミステリ－タワ－鉄骨造り）
委託者　財団法人西伯町地域振興会
14年度　使用料　1,472,697円

委託金   4,196,332円　　
産業課　谷田
西伯町森林総合利用促進施設の設置及び管理
に関する条例
　レストハウス他管理委託　建設年S63年 該当なし 西伯町のみ 西伯町の例による。

バ－ベキュ－ハウス　建設年H2年
所在地　西伯町下中谷
概要　　120㎡
委託者　財団法人西伯町地域振興会
14年度　使用料　3,538,216円

委託金 5,003,673円
産業課　谷田
西伯町森林総合利用促進施設の設置及び管理
に関する条例

⑫西伯町森林公
園

項　　目

⑪林業者等休養
施設

調整方針
西　　伯　　町 会　　見　　町

現　　　　　　　　　　況
課　　題



西伯町自然休養村管理センター緑水園施設 該当なし 西伯町のみ 西伯町の例による。
管理委託（緑水園）　建設年S55年
所在地　西伯町下中谷　606
目的　地域住民の福祉の向上並びに都市

水園 　　　生活者に憩いの場を提供とともの、
　　　観光案内、展示即売、食事、宿泊、研修
　　　　休憩、休養、等多面的活用を図る。
概要　鉄筋コンクリ－ト２階　１棟　839.32㎡

９室　宿泊　５６人
委託者　財団法人西伯町地域振興会
委託金　　177,380千円

14年度　使用料　176,036,591円
　　　　　　委託金　194,898,665円
西伯町自然休養村管理センター保守管理委

託　建物清掃．病害虫防除．火災報知機
ンタ- 点検．昇降機点検、冷暖房点検．

地下タンク点検
委託先　民間事業者　

産業課　本田
西伯町自然休養村管理センタ-緑水園の設置
及び管理に関する条例
　財団法人西伯町地域振興会運営 該当なし 西伯町のみ 西伯町の例による。

目的　西伯町の地域振興に資する施設の設
置運営及び受託運営を通じて町の発展と住
民の福祉増進に寄与すること
理事　９名　監事　２名

議会、地元
別紙名簿 事務局員として参加

産業課　本田
財団法人西伯町地域振興会寄付行為
　西伯中谷簡易郵便局管理委託 該当なし 西伯町のみ 西伯町の例による。

所在地　西伯町下中谷６０６　緑水園内
目的　公共の利益のため
委託者　財団法人西伯町地域振興会
14年度　使用料　4,460,123円
　　　　　　委託金　3,500,000円

産業課　本田

13．自然休養村管
理

①自然休養村管
理センター緑水

②西伯町自然休
養村管理セン

③財団法人西伯
町地域振興会

④西伯中谷簡易
郵便局管理委託

項　　目 調整方針
西　　伯　　町 会　　見　　町

現　　　　　　　　　　況
課　　題



14.農地災害復旧 　農地災害復旧の受益者負担 　農地災害復旧の受益者負担 測試の負担が違う
・国庫基本補助率　５０％ ・国庫補助率　５０％
・補助残額の負担 ・補助残額の負担

測量設計費は事業費に含む 測量設計費は受益者負担なし
　　残額を受益者が負担 　　残額は受益者が負担

産業課　長尾 産業課　仲田
農林水産業施設災害復旧事業国庫補助の暫 会見町農用地等災害復旧事業分担金徴収条例
定法に関する法律、施行規則
西伯町災害復旧事業分担金条例
　農業用施設災害復旧事業 　農業用施設災害復旧の受益者負担 負担割合が違う

・国庫基本補助率　６５％ ・国庫補助率　６５％ 測試の負担が違う
・補助残額の負担 ・補助残額の負担
国庫補助率の残を受益者が負担で町負担なし 　　負担金上限は20％　残りは町負担

測量設計費は事業費に含む 測量設計費は受益者負担なし
産業課　長尾 産業課　仲田
農林水産業施設災害復旧事業国庫補助の暫 会見町農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例
定法に関する法律、施行規則
西伯町災害復旧事業分担金条例

16.林道災害復旧 　林道災害復旧事業 　林道災害復旧事業 なし
・国庫基本補助率　５０％ ・国庫補助率　５０％
・補助残額の負担 ・補助残額の負担
　　林道台帳に記載林道は地元負担なし 　　町管理林道は町負担

その他は受益者負担 　　その他は受益者負担

産業課　後藤 産業課　仲田
農林水産業施設災害復旧事業国庫補助の暫 農林水産業施設災害復旧事業国庫補助の暫
定措置に関する法律、施行規則 定措置に関する法律、施行規則

①農地災害復旧
の受益者負担

①農業用施設災
害復旧事業

会　　見　　町
課　　題

西　　伯　　町
現　　　　　　　　　　況

15.農業用施設災害
復旧

①林道災害復旧
事業

項　　目 調整方針

１７年度以降は新町で
調整する。

１６年度は各町の例によ
る。
１７年度以降は新町で
調整する。

１６年度は各町の例によ
る。
１７年度以降は新町で
調整する。

１６年度は各町の例によ
る。



17.その他 該当なし 富有の里　会見町まつり 会見町のみ実施
・富有の里親善ゲートボール大会の開催

１４年度の大会運営費は商品代すべて含めて
531,173円を支出した。

産業課　三鴨・田村

緑水湖ふれあい市　西伯町下中谷　 該当なし 西伯町のみ実施 西伯町の例による
建設年H９年度66.25㎡１棟　会員数６５名
予算額　なし

法勝寺まごころ市　西伯町法勝寺　建設年H10年
会員数４７名
予算額　なし

めぐみの里　農産物直売所　西伯町阿賀
建設　　平成7年 会員数３９名
予算額　なし

産業課　瀬尾　真壁
西伯町農産物直売所の設置及び管理に関す　
る条例

参加全チームに参加賞として富有柿１箱を贈
り、大会当日には直接販売もして好評を得て

一般の部と特に親善を主眼とした熟年の部２
部門で大会参加は９６チーム、約700人が参集
して盛大に行われる。

産業部門としては富有柿のＰＲと町内外者交
流のため、平成元年からゲートボール大会を
実施している。（11月第2日曜日）

毎年11月は会見町まつり月間として毎週末に
は何かのイベントが企画されている。

②農産物直売施
設

①富有の里　会
見町まつり

項　　目
現　　　　　　　　　　況

課　　題 調整方針
西　　伯　　町 会　　見　　町

１６年度は会見町の例
による。
１７年度以降は新町で
調整する。



　　　　　　　(施行区分欄：Ａ＝即時、Ｂ＝漸次、Ｃ＝廃止・失効、Ｄ＝暫定）

整理
№

新町の例規名称（仮称） 西伯町 会見町 施行区分 備考

第1編　総　　規

　第1章　町制施行

1 ○○町役場の位置を定める条例 西伯町役場位置設定条例 会見町役場の位置に関する条例 Ａ

2 ○○町の休日を定める条例 西伯町の休日を定める条例 会見町の休日を定める条例 Ａ

3 ○○町章規則 会見町章規則 Ｂ

4 ○○町の執務時間に関する規程 会見町の執務時間に関する規程 Ａ

　第2章　公告式

5 ○○町公告式条例 西伯町公告式条例 会見町公告式条例 Ａ

　第3章　表　　彰

6 ○○町表彰条例 西伯町表彰条例 会見町表彰条例 Ｂ

7 ○○町表彰規則 西伯町表彰規則 Ｂ

8 ○○町名誉町民条例 西伯町名誉町民条例 Ｂ

9 ○○町名誉町民選考審議会規則 西伯町名誉町民選考審議会規則 Ｂ

第2編　議　　会

10
○○町議会の議員定数条例（定数の
告示）

西伯町議会の議員の定数を定める条例 会見町議会の議員の定数を定める条例 Ａ

11
○○町議会の定例会の回数を定める
条例

西伯町議会の定例会の回数を定める条
例

会見町議会の定例会の回数を定める条
例

Ｂ

12
○○町議会の定例会の招集時期を定
める規則

西伯町議会の定例会の招集時期を定め
る規則

会見町議会の定例会の招集時期を定め
る規則

Ｂ

13 ○○町議会委員会条例 西伯町議会委員会条例 会見町議会委員会条例 Ｂ

14 ○○町議会会議規則 西伯町議会会議規則 会見町議会会議規則 Ｂ

15 ○○町議会投票用紙規程 西伯町議会投票用紙規程 会見町議会投票用紙規程 Ｂ

16 ○○町議会傍聴規則 西伯町議会傍聴規則 会見町議会傍聴規則 Ｂ

17 ○○町議会議場管理規程 西伯町議会議場管理規程 会見町議会議場管理規程 Ｂ

18 ○○町議会図書室規程 西伯町議会図書室規程 会見町議会図書室規程 Ｂ

19 ○○町議会議員徽章着用規程 西伯町議会議員徽章着用規程 会見町議会議員徽章着用規程 Ｂ

20 ○○町議会事務局設置条例 西伯町議会事務局設置条例 会見町議会事務局設置条例 Ｂ

21 ○○町議会事務局処務規程 西伯町議会事務局処務規程 会見町議会事務局処務規程 Ｂ

22 ○○町議会公印規程 西伯町議会公印規程 会見町議会公印規程 Ｂ

第3編　執行機関

　第1章　町　　長

　　第1節　事務分掌

23 ○○町課設置条例 西伯町課設置条例 会見町課設置条例 Ａ

24 ○○町行政組織規程 西伯町行政組織規程 会見町行政組織規則 Ａ

25 ○○町に収入役を置かない条例 西伯町に収入役を置かない条例 会見町に収入役を置かない条例 Ａ

26 ○○町行財政検討委員会規程 西伯町行財政検討委員会規程 会見町行財政運営審議会条例 Ｂ

西伯町・会見町例規一覧表

1 ﾍﾟｰｼﾞ



　　　　　　　(施行区分欄：Ａ＝即時、Ｂ＝漸次、Ｃ＝廃止・失効、Ｄ＝暫定）

整理
№

新町の例規名称（仮称） 西伯町 会見町 施行区分 備考

西伯町・会見町例規一覧表

27
○○町さわやか行政サービス推進委
員会規程

西伯町さわやか行政サービス推進委員
会規程

Ｂ

28 ○○町行政手続条例 西伯町行政手続条例 会見町行政手続条例 Ａ

29 ○○町聴聞等の手続に関する規則 西伯町聴聞等の手続に関する規則 会見町聴聞等の手続に関する規則 Ａ

30 ○○町庁舎管理規則 西伯町庁舎管理規則 会見町庁舎管理規則 Ａ

31 ○○町公用自動車管理規程 西伯町公用自動車管理規程 Ａ

32
○○町職員の公務旅行にかかる私用
車両使用規則

西伯町職員の公務旅行にかかる私用車
両使用規則

会見町職員の自家用自動車の公務使用
に関する規則

Ａ

33
政治倫理の確立のための○○町長の
資産等の公開に関する条例

政治倫理の確立のための西伯町長の資
産等の公開に関する条例

政治倫理の確立のための会見町長の資
産等の公開に関する条例

Ａ

34
○○町長の資産等の公開に関する規
則

西伯町長の資産等の公開に関する規則 会見町長の資産等の公開に関する規則 Ａ

35
○○町長の資産等報告書等の閲覧に
関する要綱

西伯町長の資産等報告書等の閲覧に関
する要綱

会見町長の資産等報告書等の閲覧に関
する要綱

Ａ

36 ○○町事務改善研究委員会規程 会見町事務改善研究委員会規程 Ａ

37 町有バスの運行に関する規則 町有バスの運行に関する規則 Ａ

　　第2節　代理・代決等

38 ○○町長の職務代理者を定める規則 西伯町長の職務代理者を定める規則 会見町長の職務代理者を定める規則 Ａ

39
町長の権限に属する事務の補助執行
に関する規則

町長の権限に属する事務の補助執行に
関する規則

会見町長の権限に属する事務の補助執
行に関する規則

Ａ

40
○○町収入役の職務代理者を定める
規則

西伯町収入役の職務代理者を定める規
則

Ａ

41
収入役の事務を兼掌する助役の事務
委任規則

収入役の事務を兼掌する助役の事務委
任規則

収入役の事務を兼掌する助役の事務委
任規則

Ａ

42 ○○町役場決裁規程 西伯町役場決裁規程 会見町事務専決及び代決規則 Ａ

43 ○○町長の専決事項の指定について 会見町長の専決事項の指定について Ａ

44 ○○町出納事務代決規則 会見町出納事務代決規則 Ａ

45 ○○町徴税吏員規則 会見町徴税吏員規則 Ａ

46
行政職給料表による1級の職務にある
者に係る徴税吏員の基準

行政職給料表による1級の職務にある者
に係る徴税吏員の基準

Ａ

　　第3節　文書・公印

47 ○○町文書事務規程 西伯町文書事務規程 会見町文書事務規程 Ａ

48 ○○町文書整理保存規程 西伯町文書整理保存規程 会見町文書整理保存規程 Ａ

49 ○○町公用文に関する規程 会見町公用文に関する規程 Ａ

50 ○○町公文書用紙規程 西伯町公文書用紙規程 Ａ

51
西伯町条例の左横書き等に関する特別
措置条例

会見町条例の左横書き実施に伴う特別
措置に関する条例

Ｃ

52
会見町規則の左横書き実施に伴う特別
措置に関する規則

Ｃ

53
会見町訓令の左横書き実施に伴う特別
措置に関する訓令

Ｃ

54 ○○町史編さん審議会設置規則 西伯町史編さん審議会設置規則 Ｂ

55
会見町例規集の改版に伴う条例の整備
に関する特別措置条例

Ｃ

56 ○○町公印規程 西伯町公印規程 会見町公印規程 Ａ

　　第4節　住　　民

57 ○○町印鑑条例 西伯町印鑑条例 会見町印鑑条例 Ａ

2 ﾍﾟｰｼﾞ



　　　　　　　(施行区分欄：Ａ＝即時、Ｂ＝漸次、Ｃ＝廃止・失効、Ｄ＝暫定）

整理
№

新町の例規名称（仮称） 西伯町 会見町 施行区分 備考

西伯町・会見町例規一覧表

58 ○○町印鑑条例施行規則 西伯町印鑑条例施行規則 会見町印鑑条例施行規則 Ａ

59
戸籍の謄本及び住民票の写しを作成
する場合の加除防止措置を定める規
程

戸籍の謄本及び住民票の写しを作成す
る場合の加除防止措置を定める規程

Ａ

　　第5節　情報の公開・保護等

60 ○○町情報公開条例 西伯町情報公開まちづくり条例 会見町情報公開条例 Ａ

61 ○○町情報公開条例施行規則
西伯町情報公開まちづくり条例施行規
則

会見町情報公開条例施行規則 Ａ

62 ○○町個人情報保護条例 西伯町個人情報保護条例 会見町個人情報保護条例 Ａ

63 ○○町個人情報保護条例施行規則 西伯町個人情報保護条例施行規則 会見町個人情報保護条例施行規則 Ａ

64
○○町電子情報処理組織利用事務処
理規程

西伯町電子情報処理組織利用事務処理
規程

Ａ

65
○○町戸籍事務処理に用いる電子計
算組織管理運営要綱

西伯町戸籍事務処理に用いる電子計算
組織管理運営要綱

会見町戸籍事務の電子情報処理組織に
よる処理に係るデータ保護管理規則

Ａ
西伯町の根拠条例は、個
人情報保護条例に吸収

　　第6節　災害対策

66 ○○町防災会議条例 西伯町防災会議条例 会見町防災会議条例 Ａ

67 ○○町災害対策本部条例 西伯町災害対策本部条例 会見町災害対策本部条例 Ａ

68 ○○町水防協議会条例 西伯町水防協議会条例 会見町水防協議会に関する条例 Ａ

69 ○○町災害復旧事業分担金条例 西伯町災害復旧事業分担金条例 Ａ

70 ○○町被災者住宅再建支援条例 西伯町被災者住宅再建支援条例
会見町被災者住宅再建支援事業助成条
例

Ａ

　　第7節　防災行政無線

71 ○○町防災行政無線施設条例
西伯町防災行政無線施設の設置及び管
理に関する条例

会見町農村情報（防災行政）連絡施設
の設置及び管理に関する条例

Ａ

　　第8節　交通安全対策

72 ○○町交通安全対策会議条例 西伯町交通安全対策会議設置条例 会見町交通安全対策会議条例 Ａ

73
○○町違法駐車等の防止に関する条
例

西伯町違法駐車等の防止に関する条例 Ａ

74 ○○町交通安全指導員設置運営要綱 西伯町交通安全指導員設置運営要綱 会見町交通安全指導員設置要綱

　　第9節　災害補償

75 ○○町総合災害補償規則 西伯町総合災害補償規則 会見町総合災害補償規程 Ａ

76 ○○町予防接種事故災害補償規則 西伯町予防接種事故災害補償規則 会見町予防接種事故災害補償規程 Ａ

　第3章　選挙管理委員会

77 ○○町選挙管理委員会規則 西伯町選挙管理委員会規則 会見町選挙管理委員会規則 Ａ

78
○○町選挙管理委員会委員長専決規
程

西伯町選挙管理委員会委員長専決規程 会見町選挙管理委員会委員長専決規程 Ａ

79 ○○町選挙運動管理規則 西伯町選挙運動管理規則 会見町選挙運動管理規則 Ａ

80 選挙人名簿の閲覧に関する要綱 選挙人名簿の閲覧に関する要綱 選挙人名簿の閲覧に関する規則 Ａ

81
政治活動のために使用する事務所に
係る立札及び看板の類の表示に関す
る規程

政治活動のために使用する事務所に係
る立札及び看板の類の表示に関する規
程

Ａ

82
○○町の議会の議員及び長の選挙に
おけるポスター掲示場の設置に関す
る条例

西伯町の議会の議員及び長の選挙にお
けるポスター掲示場の設置に関する条
例

会見町の議会の議員及び長の選挙にお
けるポスター掲示場の設置に関する条
例

Ａ

83
○○町の議会の議員及び長の選挙に
おけるポスター掲示場に関する規則

西伯町の議会の議員及び長の選挙にお
けるポスター掲示場に関する規則

会見町の議会の議員及び長の選挙にお
けるポスター掲示場に関する規則

Ａ

84 ○○町個人演説会等開催手続規則 西伯町個人演説会開催手続規則 会見町個人演説会等開催手続規則 Ａ

3 ﾍﾟｰｼﾞ
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85
○○町の議会議員及び長の選挙にお
ける選挙公報の発行に関する条例

西伯町の議会議員及び長の選挙におけ
る選挙公報の発行に関する条例

Ａ

86
○○町の議会議員及び長の選挙にお
ける選挙公報の発行に関する規程

西伯町の議会議員及び長の選挙におけ
る選挙公報の発行に関する規程

Ａ

87 ○○町検察審査員候補者選定規程 西伯町検察審査員候補者選定規程 会見町検察審査員候補者選定規程 Ａ

　第4章　監査委員

88 ○○町監査委員条例 西伯町監査委員条例 会見町監査委員条例 Ａ

　第6章　固定資産評価審査委員会

89 ○○町固定資産評価審査委員会条例 西伯町固定資産評価審査委員会条例 会見町固定資産評価審査委員会条例 Ａ

90 ○○町固定資産評価審査委員会規程 西伯町固定資産評価審査委員会規程 会見町固定資産評価審査委員会規程 Ａ

91
○○町固定資産評価員を置かないこ
とを定める条例

会見町固定資産評価員を置かないこと
を定める条例

Ａ

92 ○○町固定資産評価補助員規則 会見町固定資産評価補助員規則 Ａ

93
行政職給料表による1級の職務にある
者に係る固定資産評価補助員選任基
準

行政職給料表による1級の職務にある者
に係る固定資産評価補助員選任基準

Ａ

　第7章　附属機関等

94 ○○町総合計画審議会条例 西伯町総合計画審議会条例 会見町総合計画審議会条例 Ａ

95
○○町地籍調査推進協議会の設置等
に関する規則

西伯町地籍調査推進協議会の設置等に
関する規則

会見町地籍調査推進協議会の設置等に
関する規則

Ａ

第4編　人　　事

　第1章　定数・任用

96 ○○町職員定数条例 西伯町職員定数条例 会見町職員定数条例 Ａ

97 ○○町職員の職の設置に関する規則 西伯町職員の職の設置に関する規則 会見町職員の職の設置に関する規則 Ａ

98
○○町公益法人等への職員の派遣等
に関する条例

西伯町公益法人等への職員の派遣等に
関する条例

Ａ

99
○○町公益法人等への職員の派遣等
に関する規則

西伯町公益法人等への職員の派遣等に
関する規則

Ａ

　第2章　分限・懲戒

100
○○町職員の分限に関する手続及び
効果に関する条例

西伯町職員の分限に関する手続及び効
果に関する条例

会見町職員の分限に関する条例 Ａ

101
○○町職員の分限に関する手続及び
効果に関する規則

西伯町職員の分限に関する手続及び効
果に関する規則

会見町職員の分限に関する規則 Ａ

102
○○町条件附採用職員及び臨時的任
用職員の分限に関する条例

西伯町条件附採用職員及び臨時的任用
職員の分限に関する条例

会見町条件附採用職員及び臨時的任用
職員の分限に関する条例

Ａ

103 臨時的任用職員の取扱要領 臨時的任用職員の取扱要領

104 ○○町職員の定年等に関する条例 西伯町職員の定年等に関する条例 会見町職員の定年等に関する条例 Ａ

105 ○○町職員の定年等に関する規則 西伯町職員の定年等に関する規則 会見町職員の定年等に関する規則 Ａ

106 ○○町職員の再任用に関する条例 西伯町職員の再任用に関する条例 会見町職員の再任用に関する条例 Ａ

107
○○町職員の懲戒の手続及び効果に
関する条例

西伯町職員の懲戒の手続及び効果に関
する条例

会見町職員の懲戒の手続及び効果に関
する条例

Ａ

108
○○町職員の懲戒の手続及び効果に
関する規則

西伯町職員の懲戒の手続及び効果に関
する規則

会見町職員の懲戒の手続及び効果に関
する規則

Ａ

　第3章　服　　務

109
○○町職員の服務の宣誓に関する条
例

西伯町職員の服務の宣誓に関する条例 会見町職員の服務の宣誓に関する条例 Ａ

110
○○町職員の職務に専念する義務の
特例に関する条例

西伯町職員の職務に専念する義務の特
例に関する条例

会見町職員の職務に専念する義務の特
例に関する条例

Ａ

111
○○町職員の職務に専念する義務の
特例に関する規則

西伯町職員の職務に専念する義務の特
例に関する規則

会見町職員の職務に専念する義務の特
例に関する規則

Ａ

4 ﾍﾟｰｼﾞ



　　　　　　　(施行区分欄：Ａ＝即時、Ｂ＝漸次、Ｃ＝廃止・失効、Ｄ＝暫定）

整理
№

新町の例規名称（仮称） 西伯町 会見町 施行区分 備考

西伯町・会見町例規一覧表

112
○○町職員の営利企業等の従事に関
する許可の基準に関する規則

西伯町職員の営利企業等の従事に関す
る許可の基準に関する規則

会見町職員の営利企業等の従事に関す
る許可の基準に関する規則

Ａ

113
○○町職員の勤務時間、休暇等に関
する条例

西伯町職員の勤務時間、休暇等に関す
る条例

会見町職員の勤務時間、休暇等に関す
る条例

Ａ

114
○○町職員の勤務時間、休暇等に関
する規則

西伯町職員の勤務時間、休暇等に関す
る規則

会見町職員の勤務時間、休暇等に関す
る規則

Ａ

115
○○町職員の勤務時間等に関する規
程

西伯町職員の勤務時間等に関する規程 会見町職員の勤務時間等に関する規程 Ａ

116
○○町技能労務職員の勤務時間等に
関する規則

西伯町技能労務職員の勤務時間等に関
する規則

会見町技能労務職員の勤務時間、休暇
等に関する規則

Ａ

117
○○町職員の育児休業等に関する条
例

西伯町職員の育児休業等に関する条例 会見町職員の育児休業等に関する条例 Ａ

118
○○町職員の育児休業等に関する規
則

西伯町職員の育児休業等に関する規則 会見町職員の育児休業等に関する規則 Ａ

119 ○○町職員服務規程 西伯町職員服務規程 会見町職員服務規程 Ａ

120
○○町庁舎専任宿日直員の服務に関
する規程

西伯町庁舎専任宿日直員の服務に関す
る規程

Ａ

　第4章　職員厚生

121 ○○町職員の福祉制度に関する条例 西伯町職員の福祉制度に関する条例 会見町職員の福祉制度に関する条例 Ａ

122 ○○町職員安全衛生管理規程 西伯町職員安全衛生管理規程 会見町職員の衛生管理に関する規則 Ａ

123 ○○町安全衛生委員会規程 西伯町安全衛生委員会規程 Ａ

124 ○○町職員被服貸与規程 西伯町職員被服貸与規程 Ａ

125
○○町議会の議員その他非常勤の職
員の公務災害補償等に関する条例

西伯町議会の議員その他非常勤の職員
の公務災害補償等に関する条例

会見町議会の議員その他非常勤の職員
の公務災害補償等に関する条例

Ａ

126
○○町議会の議員その他非常勤の職
員の公務災害補償等に関する条例施
行規則

西伯町議会の議員その他非常勤の職員
の公務災害補償等に関する条例施行規
則

会見町議会の議員その他非常勤の職員
の公務災害補償等に関する条例施行規
則

Ａ

　第5章　職員団体

127
○○町職員団体のための職員の行為
の制限の特例に関する条例

西伯町職員団体のための職員の行為の
制限の特例に関する条例

職員団体のための職員の行為の制限の
特例に関する条例

Ａ

第5編　給　　与

　第1章　報酬・費用弁償

128
○○町議会の議員の報酬及び費用弁
償等に関する条例

西伯町議会の議員の報酬及び費用弁償
等に関する条例

会見町議会の議員の報酬及び費用弁償
等に関する条例

Ａ

129
○○町特別職の職員で非常勤のもの
の報酬及び費用弁償に関する条例

西伯町特別職の職員で非常勤のものの
報酬及び費用弁償に関する条例

会見町特別職の職員で非常勤のものの
報酬及び費用弁償に関する条例

Ａ

130
○○町公聴会参加者等の実費弁償に
関する条例

西伯町公聴会参加者等の実費弁償に関
する条例

会見町公聴会参加者等の実費弁償に関
する条例

Ａ

131 ○○町特別職報酬等審議会条例 会見町特別職報酬等審議会条例 Ａ

　第2章　給料・手当

132
○○町特別職の職員で常勤のものの
給与及び旅費に関する条例

西伯町特別職の職員で常勤のものの給
与及び旅費に関する条例

会見町特別職の職員で常勤のものの給
与及び旅費に関する条例

Ａ

133
○○町教育委員会教育長の給与、勤
務時間その他勤務条件に関する条例

西伯町教育委員会教育長の給与、勤務
時間その他勤務条件に関する条例

会見町教育長の給与、勤務時間その他
の勤務条件に関する条例

Ａ

134 ○○町職員の給与に関する条例 西伯町職員の給与に関する条例 会見町職員の給与に関する条例 Ａ

135
○○町職員の給与の支給に関する規
則

西伯町職員の給与の支給に関する規則 会見町職員の給与の支給に関する規則 Ａ

136
○○町職員の初任給・昇格・昇給等
の基準に関する規則

西伯町職員の初任給・昇格・昇給等の
基準に関する規則

会見町職員の初任給、昇格、昇給等の
基準に関する規則

Ａ

137
○○町職員の管理職手当に関する規
則

西伯町職員の管理職手当に関する規則 会見町職員の管理職手当に関する規則 Ａ

138
○○町管理職員特別勤務手当の支給
に関する規則

西伯町管理職員特別勤務手当の支給に
関する規則

会見町管理職員特別勤務手当の支給に
関する規則

Ａ

139
○○町職員の住居手当の支給に関す
る規則

西伯町職員の住居手当の支給に関する
規則

会見町職員の住居手当の支給に関する
規則

Ａ

140
○○町職員の通勤手当の支給に関す
る規則

西伯町職員の通勤手当の支給に関する
規則

会見町職員の通勤手当の支給に関する
規則

Ａ
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141
○○町職員の単身赴任手当の支給に
関する規則

西伯町職員の単身赴任手当の支給に関
する規則

会見町職員の単身赴任手当の支給に関
する規則

Ａ

142
○○町職員の期末手当及び勤勉手当
の支給に関する規則

西伯町職員の期末手当及び勤勉手当の
支給に関する規則

会見町職員の期末手当及び勤勉手当の
支給に関する規則

Ａ

143
○○町職員の期末手当及び勤勉手当
の支給に関する規則第15条に基づき
定める件

西伯町職員の期末手当及び勤勉手当の
支給に関する規則第15条に基づき定め
る件

会見町職員の期末手当及び勤勉手当の
支給に関する規則第15条の規定に基づ
き定める件

Ａ

144
退職し、又は死亡した職員の期末手
当及び勤勉手当の支給範囲を定める
規則

退職し、又は死亡した職員の期末手当
及び勤勉手当の支給範囲を定める規則

Ａ

145
○○町職員の寒冷地手当の支給に関
する規則

西伯町職員の寒冷地手当の支給に関す
る規則

会見町職員の寒冷地手当の支給に関す
る規則

Ａ

146
○○町職員の特殊勤務手当に関する
条例

西伯町職員の特殊勤務手当に関する条
例

会見町職員の特殊勤務手当に関する条
例

Ａ

147
○○町職員の特殊勤務手当の支給に
関する規則

西伯町職員の特殊勤務手当の支給に関
する規則

Ａ

148
○○町「移動健康教室」業務に従事
する職員の特殊勤務手当の支給に関
する規程

西伯町「移動健康教室」業務に従事す
る職員の特殊勤務手当の支給に関する
規程

Ａ

149
○○町技能労務職員の給与の種類及
び基準に関する条例

西伯町技能労務職員の給与の種類及び
基準に関する条例

会見町技能労務職員の給与の種類及び
基準に関する条例

Ａ

150
○○町技能労務職員の給与に関する
規則

西伯町技能労務職員の給与に関する規
則

会見町技能労務職員の給与に関する規
則

Ａ

151
○○町有楽苑職員の退職報奨金の支
給に関する条例

西伯町有楽苑職員の退職報奨金の支給
に関する条例

Ａ 条例名要確認

　第3章　旅　　費

152 ○○町職員等の旅費に関する条例 西伯町職員等の旅費に関する条例 会見町職員等の旅費に関する条例 Ａ

153
○○町職員等の旅費の支給に関する
規則

西伯町職員等の旅費の支給に関する規
則

会見町職員等の旅費の支給に関する規
則

Ａ

第6編　財　　務

　第1章　通　　則

154
○○町議会の議決に付すべき契約及
び財産の取得又は処分に関する条例

西伯町議会の議決に付すべき契約及び
財産の取得又は処分に関する条例

会見町議会の議決に付すべき契約及び
財産の取得又は処分に関する条例

Ａ

155 ○○町補助金等交付規則 西伯町補助金等交付規則 会見町補助金等交付規則 Ａ

156
○○町財政事情書の作成及び公表に
関する条例

西伯町財政事情書の作成及び公表に関
する条例

会見町財政事情書の作成及び公表に関
する条例

Ａ

157 ○○町財務規則 西伯町財務規則 会見町財務規則 Ａ

　第2章　会　　計

158 ○○町特別会計条例 西伯町特別会計条例 会見町特別会計条例 Ａ

　第3章　税・税外収入

159 ○○町税条例 西伯町税条例 会見町税条例 Ａ

160 ○○町税条例施行に関する規則 会見町税条例施行に関する規則 Ａ

161
農村地域工業等導入促進法に基づく
指定区域における固定資産税の課税
免除に関する条例

農村地域工業等導入促進法に基づく指
定区域における固定資産税の課税免除
に関する条例

農村地域工業等導入促進法に基づく指
定区域における固定資産税の課税免除
に関する条例

Ａ

162
○○町固定資産税に係る補填金支払
要綱

西伯町固定資産税に係る補填金支払要
綱

会見町固定資産税に係る補填金支払要
綱

Ａ

163
○○町固定資産税に係る補填金支払
事務取扱要領

西伯町固定資産税に係る補填金支払事
務取扱要領

会見町固定資産税に係る補填金支払事
務取扱要領

Ａ

164
総合保養地域整備法に基づく固定資
産税の不均一課税に関する条例

総合保養地域整備法に基づく固定資産
税の不均一課税に関する条例

Ａ

165
新産業都市の指定に伴う固定資産税
の特例に関する条例

新産業都市の指定に伴う固定資産税の
特例に関する条例

Ａ

166
鳥取県西部地震の被災者に対する
○○町税の減免の特例に関する条例

鳥取県西部地震の被災者に対する西伯
町税の減免の特例に関する条例

鳥取県西部地震による町税の減免に関
する規則

Ｃ

167
鳥取県西部地震の被災者に対する
○○町国民健康保険税の減免の特例
に関する条例

鳥取県西部地震の被災者に対する西伯
町国民健康保険税の減免の特例に関す
る条例

Ｃ

6 ﾍﾟｰｼﾞ



　　　　　　　(施行区分欄：Ａ＝即時、Ｂ＝漸次、Ｃ＝廃止・失効、Ｄ＝暫定）

整理
№

新町の例規名称（仮称） 西伯町 会見町 施行区分 備考

西伯町・会見町例規一覧表

168
○○町国民健康保険税資産割に係る
補填金支払要綱

西伯町国民健康保険税資産割に係る補
填金支払要綱

会見町国民健康保険税資産割に係る補
填金支払要綱

Ａ

169
○○町国民健康保険税資産割に係る
補填金支払事務取扱要領

西伯町国民健康保険税資産割に係る補
填金支払事務取扱要領

会見町国民健康保険税資産割に係る補
填金支払事務取扱要領

Ａ

170 ○○町特別土地保有税審議会条例 会見町特別土地保有税審議会条例 Ｃ

171 ○○町国民健康保険税条例 西伯町国民健康保険税条例 会見町国民健康保険税条例 Ａ

172
○○町国民健康保険税条例施行に関
する規則

西伯町国民健康保険税条例施行に関す
る規則

会見町国民健康保険税条例施行に関す
る規則

Ａ

173
滞納処分と強制執行等との手続の調
整に関する通知書の様式等に関する
規則

滞納処分と強制執行等との手続の調整
に関する通知書の様式等に関する規則

滞納処分と強制執行等との手続の調整
に関する通知書の様式等に関する規則

Ａ

174 ○○町公共料金審議会条例 西伯町公共料金審議会条例 Ａ

175 ○○町手数料徴収条例 西伯町手数料徴収条例 会見町手数料徴収条例 Ａ

176 ○○町手数料徴収規則 西伯町手数料徴収規則 Ａ

177
○○町督促手数料及び延滞金徴収条
例

西伯町督促手数料及び延滞金徴収条例 会見町督促手数料及び延滞金徴収条例 Ａ

178 ○○町納税奨励規則 会見町納税奨励規則 Ａ

179 ○○町納税貯蓄組合奨励規程 西伯町納税貯蓄組合奨励規程

180
○○町税等の郵便振替による納付取
扱規則

会見町税等の郵便振替による納付取扱
規則

Ａ

　第4章　契約・財産

181
○○町財産の交換、譲与、無償貸付
等に関する条例

西伯町財産の交換、譲与、無償貸付等
に関する条例

会見町財産の交換、譲与、無償貸付等
に関する条例

Ａ

182
重要な公の施設等の指定に関する条
例

重要な公の施設等の指定に関する条例 Ａ

183
○○町財政調整基金の設置、管理及
び処分に関する条例

西伯町財政調整基金の設置、管理及び
処分に関する条例

会見町財政調整基金条例 Ａ

184 ○○町災害対策基金条例 西伯町災害対策基金条例 Ａ

185 ○○町減債基金条例 西伯町減債基金条例 会見町減債基金条例 Ａ

186 ○○町ふるさと事業基金条例 西伯町ふるさと事業基金条例 会見町ふるさと創生基金条例 Ａ

187 ○○町地域振興基金条例 西伯町ふるさと農山村活性化基金条例 会見町地域振興基金条例 Ａ

188 ○○町国際交流基金条例 西伯町国際交流基金条例 Ａ

189 ○○町公共施設等整備基金条例 西伯町公共施設等整備基金条例 会見町公共施設等整備基金条例 Ａ

190 ○○町用品調達基金条例 西伯町用品調達基金条例 Ａ

191
○○町板祐生記念館用品調達基金条
例

西伯町板祐生記念館用品調達基金条例 Ａ

192 ○○町あいのわ銀行基金条例 西伯町あいのわ銀行基金条例 Ａ

193 ○○町高齢者福祉基金条例 西伯町高齢者福祉基金条例 Ａ

194 ○○町○○有楽苑運営基金条例 西伯町西伯有楽苑運営基金条例 Ａ

195
○○町住宅新築資金等貸付事業債償
還基金条例

西伯町住宅新築資金等貸付事業債償還
基金条例

会見町住宅資金貸付事業債償還基金条
例

Ａ

196 ○○町町営住宅建設基金条例 会見町町営住宅建設基金条例 Ａ

197
○○町国民健康保険準備基金の設
置、管理及び処分に関する条例

西伯町国民健康保険準備基金の設置、
管理及び処分に関する条例

会見町国民健康保険基金条例 Ａ

198 ○○町村づくり推進基金条例 西伯町村づくり推進基金条例 Ａ

199 ○○町集落排水事業推進基金条例 西伯町集落排水事業推進基金条例 会見町農業集落排水事業推進基金条例 Ａ

200
○○町農業集落排水事業排水設備工
事資金預託基金の設置に関する条例

西伯町農業集落排水事業排水設備工事
資金預託基金の設置に関する条例

Ａ
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　　　　　　　(施行区分欄：Ａ＝即時、Ｂ＝漸次、Ｃ＝廃止・失効、Ｄ＝暫定）
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№

新町の例規名称（仮称） 西伯町 会見町 施行区分 備考

西伯町・会見町例規一覧表

201 ○○町肉牛特別導入事業基金条例 西伯町肉牛特別導入事業基金条例 Ａ

202
○○町肉牛特別導入事業基金条例施
行規則

西伯町肉牛特別導入事業基金条例施行
規則

Ａ

203
○○町自然休養村管理センター緑水
園管理運営基金条例

西伯町自然休養村管理センター緑水園
管理運営基金条例

Ａ

204 ○○町土地開発基金条例 西伯町土地開発基金条例 会見町土地開発基金条例 Ａ

205
○○町公共下水道排水設備工事資金
預託基金の設置に関する条例

西伯町公共下水道排水設備工事資金預
託基金の設置に関する条例

Ａ

206 ○○町人材育成基金条例 会見町人材育成基金条例 Ａ

207 ○○町国民年金印紙購入基金条例 会見町国民年金印紙購入基金条例 Ａ

208 ○○町水と土保全対策基金条例 会見町水と土保全対策基金条例 Ａ

209 ○○町簡易水道基金条例 会見町簡易水道基金条例 Ａ

　第5章　財 産 区

210 ○○町東長田財産区管理会条例 西伯町東長田財産区管理会条例 Ａ

第7編　教　　育

　第1章　教育委員会

211 ○○町教育委員会公告式規則 西伯町教育委員会公告式規則 会見町教育委員会公告式規則 Ａ

212 ○○町教育委員会会議規則 西伯町教育委員会会議規則 会見町教育委員会会議規則 Ａ

213 ○○町教育委員会会議傍聴人規則 西伯町教育委員会会議傍聴人規則 会見町教育委員会会議傍聴規則 Ａ

214 ○○町教育委員会請願処理規則 西伯町教育委員会請願処理規則 会見町教育委員会請願処理規則 Ａ

215 ○○町教育委員会事務局組織規則 西伯町教育委員会事務局組織規則 会見町教育委員会事務局組織規則 Ａ

216 ○○町教育委員会に対する委任事項 西伯町教育委員会に対する委任事項 Ａ

217
○○町教育委員会教育長に対する事
務委任規則

西伯町教育委員会教育長に対する事務
委任規則

会見町教育委員会教育長に対する事務
委任規則

Ａ

218
○○町教育委員会教育長の権限に属
する事務の一部を学校その他の教育
機関の長に委任する規程

西伯町教育委員会教育長の権限に属す
る事務の一部を学校その他の教育機関
の長に委任する規程

会見町教育長の権限に属する事務の一
部を学校その他の教育機関の長に委任
する規程

Ａ

219 ○○町教育委員会公印規程 西伯町教育委員会公印規程 会見町教育委員会公印規則 Ａ

220
○○町立学校の学校医、学校歯科医
及び学校薬剤師の公務災害補償に関
する条例

西伯町立学校の学校医、学校歯科医及
び学校薬剤師の公務災害補償に関する
条例

会見町立学校の学校医、学校歯科医及
び学校薬剤師の公務災害補償に関する
条例

Ａ

221
○○町立学校の学校医、学校歯科医
及び学校薬剤師の公務災害補償に関
する条例施行規則

会見町立学校の学校医、学校歯科医及
び学校薬剤師の公務災害補償に関する
条例施行規則

Ａ

222
○○町教育委員会事務専決及び代決
規程

会見町教育委員会事務専決及び代決規
程

Ａ

　第2章　学校教育

223 ○○町立学校の設置等に関する条例 西伯町立学校の設置等に関する条例 会見町立中学校等設置条例 Ａ

224
○○町立中学校等通学区域に関する
規則

会見町立中学校等通学区域に関する規
則

Ａ

225 ○○町立小・中学校管理規則 西伯町立小・中学校管理規則 会見町立小・中学校管理規則 Ａ

226 ○○町立学校処務規程 西伯町立学校処務規程 会見町立学校事務処理規程 Ａ

227 ○○町立学校施設使用条例 西伯町立学校施設使用条例 会見町立学校施設使用条例 Ａ

228 ○○町立学校プール使用規則 西伯町立学校プール使用規則 Ａ

229
○○町立学校教職員の服務の宣誓に
関する条例

西伯町立学校教職員の服務の宣誓に関
する条例

会見町立学校教職員の服務の宣誓に関
する条例

Ａ
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230
○○町立学校職員の服務に関する規
程

西伯町立学校職員の服務に関する規程 会見町立学校職員の服務に関する規程 Ａ

231
○○町立学校職員の自家用自動車の
公務使用に関する取扱要項

西伯町立学校職員の自家用自動車の公
務使用に関する取扱要項

232 ○○町立給食センター設置条例 西伯町立給食センター設置条例
会見町立学校給食センターの設置及び
管理に関する条例

Ａ

233
○○町立学校給食センターの管理運
営に関する規則

会見町立学校給食センターの管理運営
に関する規則

Ａ

234 ○○町学校給食費徴収条例 会見町学校給食費徴収条例 Ａ

235 ○○町学校給食費徴収条例施行規則 会見町学校給食費徴収条例施行規則 Ａ

　第3章　社会教育

236 ○○町社会教育委員に関する条例 西伯町社会教育委員に関する条例 会見町社会教育委員に関する条例 Ａ

237 ○○町社会教育委員協議会規程 西伯町社会教育委員協議会規程 Ａ

238
○○町社会教育指導員の設置及び運
営に関する規則

西伯町社会教育指導員の設置及び運営
に関する規則

Ａ

239
○○町公民館の設置及び管理に関す
る条例

西伯町公民館の設置及び管理に関する
条例

会見町立公民館の設置及び管理に関す
る条例

Ａ

240 ○○町公民館規則 西伯町公民館規則 会見町立公民館規則 Ａ

241 ○○町公民館運営審議会規則 西伯町公民館運営審議会規則 Ａ

242 ○○町公民館使用料条例 西伯町公民館使用料条例 会見町立公民館使用条例 Ａ

243 ○○町公民館公印規程 西伯町公民館公印規程 Ａ

244
○○町立図書館の設置及び管理に関
する条例

西伯町立図書館の設置及び管理に関す
る条例

Ａ

245 ○○町立図書館運営規則 西伯町立図書館運営規則 Ａ

246
○○町歴史民俗資料館の設置及び管
理に関する条例

西伯町歴史民俗資料館の設置及び管理
に関する条例

Ａ

247
○○町歴史民俗資料館の管理に関す
る規則

西伯町歴史民俗資料館の管理に関する
規則

Ａ

248
○○町旧家保存施設民俗資料館の設
置及び管理に関する条例

西伯町旧家保存施設民俗資料館の設置
及び管理に関する条例

Ａ

249
○○町旧家保存施設民俗資料館管理
規則

西伯町旧家保存施設民俗資料館管理規
則

Ａ

250
○○町板祐生記念館の設置及び管理
に関する条例

西伯町板祐生記念館の設置及び管理に
関する条例

Ａ

251
○○町板祐生記念館の管理に関する
規則

西伯町板祐生記念館の管理に関する規
則

252
○○町立青年の家の設置及び使用料
に関する条例

西伯町立青年の家の設置及び使用料に
関する条例

Ａ

253
○○町立東西町コミュニティセン
ターニュータウン会館の設置及び管
理に関する条例

西伯町立東西町コミュニティセンター
ニュータウン会館の設置及び管理に関
する条例

Ａ

254
○○町立ふるさと交流センターの設
置及び管理に関する条例

西伯町立ふるさと交流センターの設置
及び管理に関する条例

Ａ

255
○○町立おおくに田園スクエアの設
置及び管理に関する条例

西伯町立おおくに田園スクエアの設置
及び管理に関する条例

Ａ

256
○○町立おおくに田園スクエア管理
規則

西伯町立おおくに田園スクエア管理規
則

Ａ

257 ○○町ひまわり学級実施要綱 西伯町ひまわり学級実施要綱

258
○○町立おおくに農山村広場の設置
及び管理に関する条例

西伯町立おおくに農山村広場の設置及
び管理に関する条例

Ａ

259
○○町おおくにコミュニティ運動施
設の設置及び管理に関する条例

西伯町おおくにコミュニティ運動施設
の設置及び管理に関する条例

Ａ

260
○○町おおくにコミュニティ運動施
設管理規則

西伯町おおくにコミュニティ運動施設
管理規則

261 ○○町人権教育推進員規則 西伯町人権教育推進員規則
会見町人権教育推進員の設置及び運営
に関する規則

Ａ

262 ○○町文化表彰規則 会見町文化表彰規則 Ａ
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263
○○町青少年健全育成に有害な環境
の規制に関する条例

西伯町青少年健全育成に有害な環境の
規制に関する条例

264
○○町青少年健全育成に有害な環境
の規制に関する条例施行規則

西伯町青少年健全育成に有害な環境の
規制に関する条例施行規則

　第4章　社会体育

265 ○○町スポーツ振興審議会条例 西伯町スポーツ振興審議会条例 会見町スポーツ振興審議会条例 Ａ

266 ○○町体育協会会則 西伯町体育協会会則

267 ○○町体育指導委員に関する規則 西伯町体育指導委員に関する規則 会見町体育指導委員に関する規則 Ａ

268 ○○町体育施設条例 西伯町営総合グランド使用規則 会見町体育施設条例 Ａ

269 ○○町体育施設条例施行規則 会見町体育施設条例施行規則 Ａ

270
天津運動公園の設置及び管理に関す
る条例

天津運動公園の設置及び管理に関する
条例

Ａ

271 天津運動公園の管理に関する規則 天津運動公園の管理に関する規則 Ａ

272
○○町体育館の設置及び管理に関す
る条例

西伯町体育館の設置及び管理に関する
条例

Ａ

273 ○○町体育館の管理に関する規則 西伯町体育館の管理に関する規則 Ａ

274
○○町営○○カントリーパークの設
置及び管理に関する条例

西伯町営西伯カントリーパークの設置
及び管理に関する条例

Ａ

275
○○町営○○カントリーパークの管
理に関する規則

西伯町営西伯カントリーパークの管理
に関する規則

Ａ

276
○○町立小中学校体育施設等開放に
関する規則

西伯町立小中学校体育施設等開放に関
する規則

会見町立小・中学校施設の開放に関す
る規則

Ａ

277
○○町立小中学校体育施設開放運営
委員会規則

西伯町立小中学校体育施設開放運営委
員会規則

278
○○町立小中学校体育施設等開放実
施要綱

西伯町立小中学校体育施設等開放実施
要綱

279 ○○町スポーツ表彰に関する規則 会見町スポーツ表彰に関する規則 Ａ

　第5章　文 化 財

280 ○○町文化財保護条例 西伯町文化財保護条例 会見町文化財保護条例 Ａ

281 ○○町文化財保護条例施行規則 西伯町文化財保護条例施行規則 Ａ

282 ○○町文化財保護審議会条例 西伯町文化財保護審議会条例 会見町文化財保護審議会条例 Ａ

第8編　厚　　生

　第1章　社会福祉

　　第1節　通　　則

283
○○町社会福祉法人の助成に関する
条例

西伯町社会福祉法人の助成に関する条
例

会見町社会福祉法人の助成に関する条
例

Ａ

284 ○○町民生委員推薦会規則 西伯町民生委員推薦会規則 会見町民生委員推薦会規則 Ａ

285
○○町総合福祉センターの設置及び
管理に関する条例

西伯町総合福祉センターの設置及び管
理に関する条例

会見町総合福祉センターの設置及び管
理に関する条例

Ａ

286
○○町総合福祉センター設置及び管
理に関する規則

西伯町総合福祉センター設置及び管理
に関する規則

会見町総合福祉センターの設置及び管
理に関する規則

Ａ

287 ○○町特別医療費助成条例 西伯町特別医療費助成条例 会見町特別医療費助成条例 Ａ

288 ○○町特別医療費助成条例施行規則 西伯町特別医療費助成条例施行規則 会見町特別医療費助成条例施行規則 Ａ

289
○○町特別医療費助成条例施行規則
取扱要綱

会見町特別医療費助成条例施行規則取
扱要綱

290
○○町ホームヘルパー派遣手数料の
徴収に関する条例

西伯町ホームヘルパー派遣手数料の徴
収に関する条例

会見町ホームヘルパー派遣手数料の徴
収に関する条例

Ａ

291
○○町ホームヘルパー手数料の徴収
に関する条例施行規則

西伯町家庭奉仕員派遣手数料の徴収に
関する条例施行規則

会見町ホームヘルパー派遣手数料の徴
収に関する条例施行規則

Ａ
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292 ○○町あいのわ銀行設置条例 西伯町あいのわ銀行設置条例 Ａ

293 ○○町あいのわ銀行運営委員会規則 西伯町あいのわ銀行運営委員会規則

294 ○○町集会所条例 会見町集会所条例 Ａ

295 ○○町集会所条例施行規則 会見町集会所条例施行規則 Ａ

296 ○○町集会所条例 西伯町集会所条例 Ａ

297 ○○町集会所条例施行規則 西伯町集会所条例施行規則 Ａ

298
○○町国民健康保険健康管理セン
ターの設置及び管理に関する条例

西伯町国民健康保険健康管理センター
の設置及び管理に関する条例

Ａ

299
○○町交流会館の設置及び管理に関
する条例

会見町交流会館の設置及び管理に関す
る条例

Ａ

300
○○町交流会館の管理及び運営に関
する規則

会見町交流会館の管理及び運営に関す
る規則

Ａ

301
○○町交流の館の設置及び管理に関
する条例

西伯町交流の館の設置及び管理に関す
る条例

302
○○町災害弔慰金の支給等に関する
条例

西伯町災害弔慰金の支給等に関する条
例

会見町災害弔慰金の支給等に関する条
例

Ａ

303
○○町災害弔慰金の支給等に関する
条例施行規則

西伯町災害弔慰金の支給等に関する条
例施行規則

会見町災害弔慰金の支給等に関する条
例施行規則

Ａ

304
○○町特定新規学卒者就職促進奨励
金支給規則

西伯町特定新規学卒者就職促進奨励金
支給規則

会見町特定新規学卒者就職奨励金支給
規則

Ａ

　　第2節　児童・母子福祉

305
○○町保育所の設置及び管理運営に
関する条例

西伯町保育所の設置及び管理運営に関
する条例

会見町保育所の設置及び管理運営に関
する条例

Ａ

306
○○町保育所の管理運営に関する規
則

西伯町保育所の管理運営に関する規則 会見町保育所の管理運営に関する規則 Ａ

307 施設の長に対する委任事項 施設の長に対する委任事項 Ａ

308 ○○町児童手当事務取扱規則 西伯町児童手当事務取扱規則 会見町児童手当事務取扱規則 Ａ

309 ○○町児童福祉手当支給条例 西伯町児童福祉手当支給条例 Ａ

310 ○○町児童福祉手当支給規則 西伯町児童福祉手当支給規則 Ａ

311 ○○町災害遺児手当支給条例 西伯町災害遺児手当支給条例 会見町災害遺児手当支給条例 Ａ

312
○○町災害遺児手当支給条例施行規
則

西伯町災害遺児手当支給条例施行規則 会見町災害遺児手当支給条例施行規則 Ａ

313 ○○町母子健康センター条例 西伯町母子健康センター条例 Ａ

314 出産祝い品至急事業実施要綱 出産祝い品支給事業実施要綱

315
○○町年少者用補助乗車装置購入費
補助金交付要綱

西伯町年少者用補助乗車装置購入費補
助金交付要綱

会見町年少者用補助乗車装置購入費補
助金交付要綱

316 ○○町母子家庭医療費助成条例 西伯町母子家庭医療費助成条例 会見町母子家庭医療費助成規則 Ａ

317
○○町母子家庭医療費助成条例施行
規則

西伯町母子家庭医療費助成条例施行規
則

Ａ

318 ○○町小児医療費助成条例 西伯町小児医療費助成条例 Ａ

319 ○○町小児医療費助成条例施行規則 西伯町小児医療費助成条例施行規則 Ａ

320 ○○町宮前児童厚生施設条例 会見町宮前児童厚生施設条例 Ａ

321 ○○町立宮前児童館管理規則 会見町立宮前児童館管理規則 Ａ

322 ○○町宮前遊園地管理規則 会見町宮前遊園地管理規則 Ａ

323 ○○町母子福祉年金規則 会見町母子福祉年金規則 Ａ

324
鳥取県西部町村就学指導推進協議会
規約

鳥取県西部町村就学指導推進協議会規
約

―
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325 鳥取県西部町村就学指導委員会規程 鳥取県西部町村就学指導委員会規程 Ｂ

　　第3節　老人福祉

326 ○○町老人福祉法施行細則 西伯町老人福祉法施行細則 会見町老人福祉法施行細則 Ａ

327
○○町老人福祉施設入所等措置費徴
収規則

西伯町老人福祉施設入所等措置費徴収
規則

会見町老人福祉施設入所等措置費徴収
規則

Ａ

328
○○町老人福祉施設の設置及び管理
に関する条例

西伯町老人福祉施設の設置及び管理に
関する条例

Ａ

329
○○町老人福祉施設の設置及び管理
に関する規則

西伯町老人福祉施設の設置及び管理に
関する規則

Ａ

330
○○町老人憩の家の設置及び管理に
関する条例

西伯町老人憩の家の設置及び管理に関
する条例

331
○○町老人憩の家の管理及び運営に
関する規則

西伯町老人憩の家の管理及び運営に関
する規則

332
○○市宮前老人憩の家の設置及び管
理に関する条例

宮前老人憩の家の設置及び管理に関す
る条例

Ａ

333
○○市宮前老人憩の家の設置及び管
理に関する条例施行規則

宮前老人憩の家の設置及び管理に関す
る条例施行規則

Ａ

334
○○町移動老人憩の家の管理及び使
用規程

西伯町移動老人憩の家の管理及び使用
規程

Ａ

335
○○町高齢者生産活動センターの設
置及び管理に関する条例

西伯町高齢者生産活動センターの設置
及び管理に関する条例

Ａ

336
○○町高齢者生産活動センターの管
理及び運営に関する規則

西伯町高齢者生産活動センターの管理
及び運営に関する規則

Ａ

337
○○町訪問看護ステーションの設置
及び管理運営規則

西伯町訪問看護ステーションの設置及
び管理運営規則

Ａ

338 ○○町老人医療事務取扱細則 西伯町老人医療事務取扱細則 Ａ

339 ○○町敬老年金支給条例 西伯町敬老年金支給条例 会見町敬老年金支給条例 Ａ

340 ○○町敬老年金支給条例施行規則 西伯町敬老年金支給条例施行規則 会見町敬老年金支給条例施行規則 Ａ

341 ○○町敬老年金規則 会見町敬老年金規則 Ａ

　　第4節　心身障害者福祉

342 ○○町身体障害者福祉法施行細則 西伯町身体障害者福祉法施行細則 会見町身体障害者福祉法施行規則 Ａ

343
○○町更生医療給付等措置費負担命
令規則

西伯町更生医療給付等措置費負担命令
規則

会見町更生医療給付等措置費負担命令
規則

Ａ

344
○○町身体障害者更生援護施設入所
等措置費徴収規則

西伯町身体障害者更生援護施設入所等
措置費徴収規則

会見町身体障害者更生援護施設入所等
措置費徴収規則

Ａ

345 ○○町障害者医療費助成条例 西伯町障害者医療費助成条例 会見町心身障害者医療費助成規則 Ａ

346
○○町障害者医療費助成条例施行規
則

西伯町障害者医療費助成条例施行規則 Ａ

347 ○○町心身障害者福祉年金規則 会見町心身障害者福祉年金規則 Ａ

348
○○町基準該当居宅支援事業者の登
録等に関する規則

西伯町基準該当居宅支援事業者の登録
等に関する規則

Ａ

349

身体障害者福祉法、知的障害者福祉
法及び児童福祉法に基づく指定居宅
支援及び指定施設支援の事務処理に
関する規則

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法
及び児童福祉法に基づく指定居宅支援
及び指定施設支援の事務処理に関する
規則

Ａ

350

身体障害者福祉法、知的障害者福祉
法及び児童福祉法に基づく居宅生活
支援及び施設訓練等支援費の基準に
関する規則

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法
及び児童福祉法に基づく居宅生活支援
及び施設訓練等支援費の基準に関する
規則

Ａ

　　第5節　同和対策

351
○○町における部落差別をはじめあ
らゆる差別をなくする条例

西伯町における部落差別をはじめあら
ゆる差別をなくする条例

会見町における部落差別をはじめあら
ゆる差別をなくす条例

Ａ

352
○○町あらゆる差別をなくす審議会
規則

西伯町あらゆる差別をなくす審議会規
則

会見町における部落差別をはじめあら
ゆる差別をなくす審議会規則

Ａ

353 ○○町住宅新築資金等貸付条例 西伯町住宅新築資金等貸付条例 会見町住宅資金貸付条例 Ａ

354
○○町住宅新築資金等貸付条例施行
規則

西伯町住宅新築資金等貸付条例施行規
則

会見町住宅資金貸付条例施行規則 Ａ
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　　　　　　　(施行区分欄：Ａ＝即時、Ｂ＝漸次、Ｃ＝廃止・失効、Ｄ＝暫定）

整理
№

新町の例規名称（仮称） 西伯町 会見町 施行区分 備考

西伯町・会見町例規一覧表

355
○○町住宅新築資金等貸付審査委員
会規程

西伯町住宅新築資金等貸付審査委員会
規程

Ｂ

356
○○町住宅新築資金等貸付償還金滞
納処理規則

西伯町住宅新築資金等貸付償還金滞納
処理規則

Ａ

357
○○町隣保館の設置及び管理に関す
る条例

西伯町隣保館の設置及び管理に関する
条例

会見町宮前隣保館条例 Ａ

358 ○○町隣保館運営審議会規則 西伯町隣保館運営審議会規則 会見町宮前隣保館条例施行規則 Ａ

　第2章　国民健康保険

359 ○○町国民健康保険条例 西伯町国民健康保険条例 会見町国民健康保険条例 Ａ

360 ○○町国民健康保険運営協議会規則 西伯町国民健康保険運営協議会規則 会見町国民健康保険運営協議会規則 Ａ

361 ○○町国民健康保険給付規程 西伯町国民健康保険給付規程 会見町国民健康保険給付規則 Ａ

362
○○町国民健康保険医療費減額査定
による医療費通知に関する取扱要領

会見町国民健康保険医療費減額査定に
よる医療費通知に関する取扱要領

Ａ

363
国民健康保険の被保険者に係る資格
喪失確認事務処理要領

国民健康保険の被保険者に係る資格喪
失確認事務処理要領

国民健康保険の被保険者に係る資格喪
失確認事務処理要領

364
○○町国民健康保険短期被保険者証
交付要綱

会見町国民健康保険短期被保険者証交
付要綱

365
○○町高齢者介護予防及び生活支援
事業手数料徴収条例

会見町高齢者介護予防及び生活支援事
業手数料徴収条例

Ａ

　第3章　衛　　生

366
○○町廃棄物の処理及び清掃に関す
る条例

西伯町廃棄物の処理及び清掃に関する
条例

会見町廃棄物の処理及び清掃に関する
条例

Ａ

367
○○町廃棄物の処理及び清掃に関す
る条例施行規則

会見町廃棄物の処理及び清掃に関する
条例施行規則

Ａ

368
○○町浄化槽施設の設置及び管理に
関する条例

西伯町浄化槽施設の設置及び管理に関
する条例

Ａ

369
○○町浄化槽施設の設置及び管理に
関する規則

西伯町浄化槽施設の設置及び管理に関
する規則

Ａ

370
○○町浄化槽整備事業分担金徴収条
例

西伯町浄化槽整備事業分担金徴収条例 Ａ

371
○○町浄化槽整備事業分担金徴収条
例施行規則

西伯町浄化槽整備事業分担金徴収条例
施行規則

Ａ

372
○○町営墓地の設置及び管理に関す
る条例

西伯町営墓地の設置及び管理に関する
条例

Ａ

373
○○町営墓地の設置及び管理に関す
る条例施行規則

西伯町営墓地の設置及び管理に関する
条例施行規則

Ａ

374 ○○町○○墓地に関する条例 西伯町営西伯墓苑に関する条例 会見町円山墓地条例 Ａ

375
○○町○○墓地に関する条例施行規
則

西伯町営西伯墓苑に関する条例施行規
則

会見町円山墓地条例施行規則 Ａ

376 ○○町宮前墓地条例 会見町宮前墓地条例 Ａ

377 ○○町宮前墓地条例施行規則 会見町宮前墓地条例施行規則 Ａ

378
鶴田建設残土処分場の設置及び管理
に関する条例

鶴田建設残土処分場の設置及び管理に
関する条例

Ａ

379
鶴田建設残土処分場の管理及び運営
に関する規則

鶴田建設残土処分場の管理及び運営に
関する規則

Ａ

380
○○町特定地域生活排水処理施設等
の設置及び管理に関する条例

会見町特定地域生活排水処理施設等の
設置及び管理に関する条例

Ａ

381
○○町特定地域生活排水処理事業の
分担金徴収に関する条例

会見町特定地域生活排水処理事業の分
担金徴収に関する条例

Ａ

　第4章　環境保全

382 ○○町環境基本条例 西伯町環境基本条例 Ａ

383 ○○町環境保全条例 西伯町環境保全条例 Ａ

384 ○○町公害防止条例 会見町公害防止条例 Ａ

385 ○○町公害防止条例施行規則 会見町公害防止条例施行規則 Ａ
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新町の例規名称（仮称） 西伯町 会見町 施行区分 備考

西伯町・会見町例規一覧表

386 ○○町公害対策審議会設置条例 会見町公害対策審議会設置条例 Ａ

387
○○町公園化・景観形成推進委員会
規程

会見町公園化・景観形成推進委員会規
約

　その他

388 ○○町健康づくり推進協議会規約 西伯町健康づくり推進協議会規約

389 ○○町保健委員会規約 西伯町保健委員会規約

第9編　産業経済

　第1章　農業委員会

390
○○町農業委員会の選挙による委員
の定数条例

西伯町農業委員会の選挙による委員の
定数条例

会見町農業委員会の選挙による委員の
定数条例

Ａ

391 ○○町農業委員会規則 西伯町農業委員会規則 会見町農業委員会規則 Ｂ

392 ○○町農業委員会会議規則 西伯町農業委員会会議規則 会見町農業委員会会議規則 Ｂ

393
○○町農業委員会に対する事務委任
に関する規則

西伯町農業委員会に対する事務委任に
関する規則

Ｂ

　第2章　農　　林

　　第1節　通　　則

394 ○○町農政審議会設置条例 西伯町農政審議会設置条例 Ｂ

395
○○町中山間地域農村活性化総合整
備事業分担金条例

西伯町中山間地域農村活性化総合整備
事業分担金条例

Ａ

396
鳥取県○○耆地区活性化対策推進協
議会規約

鳥取県西伯耆地区活性化対策推進協議
会規約

397
○○町第3期山村振興農林漁業対策事
業分担金条例

西伯町第3期山村振興農林漁業対策事業
分担金条例

Ａ

398
○○町自然休養村整備事業分担金条
例

西伯町自然休養村整備事業分担金条例 Ａ

399
○○町営農飲雑用水施設整備事業分
担金条例

西伯町営農飲雑用水施設整備事業分担
金条例

Ａ

400
○○町農村環境改善センターの設置
及び管理に関する条例

西伯町農村環境改善センターの設置及
び管理に関する条例

会見町農村環境改善センターの設置及
び管理に関する条例

Ａ

401
○○町農村環境改善センター管理規
則

西伯町農村環境改善センター管理規則
会見町農村環境改善センターの設置及
び管理に関する条例施行規則

Ａ

402
○○町農村公園の設置及び管理に関
する条例

西伯町農村公園の設置及び管理に関す
る条例

会見町農村公園の設置及び管理に関す
る条例

Ａ

403
○○町活性化施設の設置及び管理に
関する条例

西伯町活性化施設の設置及び管理に関
する条例

Ａ

404
○○町自然休養村管理センター緑水
園の設置及び管理に関する条例

西伯町自然休養村管理センター緑水園
の設置及び管理に関する条例

Ａ

405
○○町健康増進施設の設置及び管理に関する
条例（○○町農業者トレ一ニングセンターの
設置及び管理に関する条例）

西伯町健康増進施設の設置及び管理に
関する条例

会見町農業者トレ一ニングセンターの
設置及び管理に関する条例

Ａ

406
○○町健康増進施設の管理に関する規則
（○○町農業者トレーニングセンターの設置
及び管理に関する条例施行規則）

西伯町健康増進施設の管理に関する規
則

会見町農業者トレーニングセンターの
設置及び管理に関する条例施行規則

Ａ

407
○○町東長田山村広場の設置及び管
理に関する条例

西伯町東長田山村広場の設置及び管理
に関する条例

Ａ

408
○○町東長田山村交流施設の設置及
び管理に関する条例

西伯町東長田山村交流施設の設置及び
管理に関する条例

Ａ

409 ○○町東長田山村交流施設管理規則 西伯町東長田山村交流施設管理規則 Ａ

410
○○町農林体験実習館の設置及び管
理に関する条例

西伯町農林体験実習館の設置及び管理
に関する条例

Ａ

411 ○○町地籍調査作業規程 会見町地籍調査作業規程 Ａ

412
○○町農村公園の設置及び管理に関
する条例施行規則

会見町農村公園の設置及び管理に関す
る条例施行規則

Ａ

413
○○町農林業同和対策事業に係る共
同利用施設条例

会見町農林業同和対策事業に係る共同
利用施設条例

Ａ

414
○○町農林業同和対策事業に係る共
同利用施設条例施行規則

会見町農林業同和対策事業に係る共同
利用施設条例施行規則

Ａ
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西伯町・会見町例規一覧表

415
○○町同和対策事業対象地域の共同
利用施設設備の貸付けに関する規則

会見町同和対策事業対象地域の共同利
用施設設備の貸付けに関する規則

Ａ

416
○○町農村情報（防災行政）連絡施
設の設置及び管理に関する条例

会見町農村情報（防災行政）連絡施設
の設置及び管理に関する条例

Ａ 当面暫定か？

417
○○町農村情報（防災行政）連絡施
設の設置及び管理に関する条例施行
規則

会見町農村情報（防災行政）連絡施設
の設置及び管理に関する条例施行規則

Ａ

418
○○町植物無菌培養施設の設置及び
管理に関する条例

会見町植物無菌培養施設の設置及び管
理に関する条例

Ａ

419
○○町植物無菌培養施設の設置及び
管理に関する条例施行規則

会見町植物無菌培養施設の設置及び管
理に関する条例施行規則

Ａ

　　第2節　農　　業

420
○○町農村青年経営安定資金利子補
給規則

西伯町農村青年経営安定資金利子補給
規則

会見町農村青年経営安定資金利子補給
規則

Ａ

421
○○町農業後継者養成奨学資金給付
条例

西伯町農業後継者養成奨学資金給付条
例

会見町農業後継者養成奨学資金給付条
例

Ａ

422
○○町農業後継者養成奨学資金給付
規則

西伯町農業後継者養成奨学資金給付規
則

会見町農業後継者養成奨学資金給付規
則

Ａ

423
○○町町営土地改良事業の経費の賦
課徴収に関する条例

西伯町町営土地改良事業の経費の賦課
徴収に関する条例

会見町営土地改良事業の経費の賦課徴
収に関する条例

Ａ

424
鳥取県営土地改良事業分担金徴収条
例

鳥取県営土地改良事業分担金徴収条例 Ａ

425 ○○町土地改良事業分担金条例 西伯町土地改良事業分担金条例 会見町土地改良事業分担金徴収条例 Ａ

426 ○○町土地改良事業補助金交付規則 会見町土地改良事業補助金交付規則 Ａ

427
○○町農業集落排水（雨水排水路）
事業分担金徴収条例

西伯町農業集落排水事業分担金徴収条
例

会見町農業集落排水（雨水排水路）事
業分担金徴収条例

Ａ

428
○○町農業集落排水（下水道）事業
分担金徴収条例

会見町農業集落排水（下水道）事業分
担金徴収条例

Ａ

429
○○町農業集落排水（下水道）事業
分担金減免基準

会見町農業集落排水（下水道）事業分
担金減免基準

Ａ

430
○○町農業集落排水処理施設の設置
及び管理に関する条例

西伯町農業集落排水施設の設置及び管
理に関する条例

会見町農業集落排水処理施設の設置及
び管理に関する条例

Ａ

431
○○町農業集落排水処理施設の設置
及び管理に関する規則

会見町農業集落排水処理施設の設置及
び管理に関する規則

Ａ

432
○○町農業集落排水施設使用料等条
例

西伯町農業集落排水施設使用料等条例 Ａ

433 ○○町排水設備指定工事店規則 会見町排水設備指定工事店規則 Ａ

434
○○町農産物加工施設の設置及び管
理に関する条例

西伯町農産物加工施設の設置及び管理
に関する条例

会見町地域農産物加工施設の設置及び
管理に関する条例

Ａ

435 ○○町農産物加工施設管理規則 西伯町農産物加工施設管理規則
会見町地域農産物加工施設の設置及び
管理に関する規則

Ａ

436
○○町大豆加工所の設置及び管理に
関する条例

西伯町大豆加工所の設置及び管理に関
する条例

Ａ

437 ○○町大豆加工所管理規則 西伯町大豆加工所管理規則 Ａ

438
○○町農産物直売所の設置及び管理
に関する条例

西伯町農産物直売所の設置及び管理に
関する条例

Ａ

439 ○○町災害復旧事業分担金条例 西伯町災害復旧事業分担金条例
会見町農業用施設災害復旧事業分担金
徴収条例

Ａ

440
○○町農用地等災害復旧事業分担金
徴収条例

会見町農用地等災害復旧事業分担金徴
収条例

Ａ

　　第3節　林　　業

441 ○○町行造林施行手続 西伯町行造林施行手続 Ａ

442
○○町特用林産産地形成総合対策事
業分担金条例

西伯町特用林産産地形成総合対策事業
分担金条例

Ｃ 自動消滅

443 ○○町営県単独治山事業分担金条例 西伯町営県単独治山事業分担金条例 県単独治山事業分担金条例 Ａ

444 ○○町営林道事業分担金条例 西伯町営林道事業分担金条例 Ａ

445 ○○町営作業道開設事業分担金条例 西伯町営作業道開設事業分担金条例 Ａ

446
○○町営林地崩壊防止事業分担金条
例

西伯町営林地崩壊防止事業分担金条例 Ａ
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447 ○○町森林等火入れに関する条例 西伯町森林等火入れに関する条例 会見町森林等火入れに関する条例 Ａ

448
○○町森林等火入れに関する条例施
行規則

西伯町森林等火入れに関する条例施行
規則

会見町森林等火入れに関する条例施行
規則

Ａ

449
○○町林業者等休養福祉施設の設置
及び管理に関する条例

西伯町林業者等休養福祉施設の設置及
び管理に関する条例

Ａ

450
○○町林業者等休養福祉施設管理規
則

西伯町林業者等休養福祉施設管理規則 Ａ

451
○○町森林総合利用促進施設の設置
及び管理に関する条例

西伯町森林総合利用促進施設の設置及
び管理に関する条例

Ａ

　第3章　商　　工

452 ○○町工場設置奨励条例 西伯町工場設置奨励条例 会見町工場設置奨励条例 Ａ

453 ○○町工場設置奨励金交付規則 西伯町工場設置奨励金交付規則 Ａ

454
○○町地域物産販売施設の設置及び
管理に関する条例

会見町地域物産販売施設の設置及び管
理に関する条例

Ａ

455
○○町地域物産販売施設の設置及び
管理に関する条例施行規則

会見町地域物産販売施設の設置及び管
理に関する条例施行規則

Ａ

　第4章　観　　光

456
緑水湖湖面利用施設の設置及び管理
に関する条例

緑水湖湖面利用施設の設置及び管理に
関する条例

Ａ

457
緑水湖湖面利用施設の管理に関する
規則

緑水湖湖面利用施設の管理に関する規
則

Ａ

458
○○町緑水湖教育文化施設（研修
館）の設置及び管理に関する条例

西伯町緑水湖教育文化施設（研修館）
の設置及び管理に関する条例

Ａ

459
○○町緑水湖教育文化施設（研修
館）管理規則

西伯町緑水湖教育文化施設（研修館）
管理規則

Ａ

460
○○町バンガローの設置及び管理に
関する条例

西伯町バンガローの設置及び管理に関
する条例

Ａ

461
○○町バンガローの設置及び管理に
関する規則

西伯町バンガローの設置及び管理に関
する規則

Ａ

462
○○町ふれあい広場緑水湖オート
キャンプ場の設置及び管理に関する
条例

西伯町ふれあい広場緑水湖オートキャ
ンプ場の設置及び管理に関する条例

Ａ

463
○○町ふれあい広場緑水湖オート
キャンプ場の設置及び管理に関する
規則

西伯町ふれあい広場緑水湖オートキャ
ンプ場の設置及び管理に関する規則

Ａ

第10編　建　　設

　第1章　通　　則

464 ○○町建設工事執行規則 西伯町建設工事執行規則 会見町建設工事執行規則 Ａ

465
○○町建設工事指名競争入札参加者
等審査委員会規程

西伯町建設工事指名競争入札参加者等
審査委員会規程

会見町建設工事等入札参加資格者指名
停止措置要綱

Ａ

　第2章　土　　木

467 ○○町道路占用規則 西伯町道路占用規則 会見町道路占用規則 Ａ

468 ○○町道路占用料徴収条例 西伯町道路占用料徴収条例 会見町道路占用料徴収条例 Ａ

469 ○○町道路占用料徴収条例規程 会見町道路占用料徴収条例規程 Ａ

470 ○○町道路占用料減免に関する規程 西伯町道路占用料減免に関する規程 Ａ

471 ○○町道路、普通河川等管理条例 西伯町道路、普通河川等管理条例 会見町道路、普通河川等管理条例 Ａ

472
○○町道路、普通河川等占用料徴収
条例

西伯町道路、普通河川等占用料徴収条
例

会見町道路、普通河川等占用料徴収条
例

Ａ

473 ○○町町道舗装事業分担金条例 西伯町町道舗装事業分担金条例 Ａ

　第3章　下 水 道

474 ○○町公共下水道設置条例 西伯町公共下水道設置条例 Ａ

475 ○○町公共下水道条例 西伯町公共下水道条例 Ａ
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476 ○○町公共下水道条例施行規則 西伯町公共下水道条例施行規則 Ａ

477
○○町公共下水道排水設備工事資金
融資あっ旋要綱

西伯町公共下水道排水設備工事資金融
資あっ旋要綱

Ａ

478 ○○町排水設備工事指定業者規則 西伯町排水設備工事指定業者規則 Ａ

479
○○町公共下水道事業受益者分担金
徴収条例

西伯町公共下水道事業受益者分担金徴
収条例

Ａ

480
○○町公共下水道事業受益者分担金
徴収規則

西伯町公共下水道事業受益者分担金徴
収規則

Ａ

　第4章　住　　宅

481
○○町営住宅設置及び管理に関する
条例

西伯町営住宅設置及び管理に関する条
例

会見町越敷野町営住宅の設置及び管理
に関する条例

Ａ

482
○○町営住宅設置及び管理に関する
条例施行規則

西伯町営住宅設置及び管理に関する条
例施行規則

会見町越敷野町営住宅管理規則 Ａ

483
○○町住宅用家屋証明事務に関する
規則

会見町住宅用家屋証明事務に関する規
則

Ａ

第11編　公営企業

　第1章　水道事業

484
○○町水道事業の設置等に関する条
例

西伯町水道事業の設置等に関する条例 Ａ

485 ○○町水道事業管理規程 西伯町水道事業管理規程 Ａ

486 ○○町水道事業就業規則 西伯町水道事業就業規則 Ａ

487 ○○町企業職員被服等貸与規程 西伯町企業職員被服等貸与規程 Ａ

488
○○町公営企業の主要職員を定める
規則

西伯町公営企業の主要職員を定める規
則

Ａ

489
地方公営企業法第39条第２項の規定
に基づき町長が定める職に関する規
則

地方公営企業法第39条第２項の規定に
基づき町長が定める職に関する規則

Ａ

490
○○町企業職員の給与の種類及び基
準に関する条例

西伯町企業職員の給与の種類及び基準
に関する条例

会見町簡易水道事業に勤務する職員の
給与の種類及び基準に関する条例

Ａ

491 ○○町企業職員の給与に関する規程 西伯町企業職員の給与に関する規程
会見町簡易水道事業に勤務する職員の
給与に関する規則

Ａ

492
○○町企業職員の初任給、昇格、昇
給等に関する規程

西伯町企業職員の初任給、昇格、昇給
等に関する規程

Ａ

493
○○町企業職員の旅費支給に関する
規程

西伯町企業職員の旅費支給に関する規
程

Ａ

494 ○○町水道事業会計規程 西伯町水道事業会計規程 Ａ

495 ○○町上水道給水条例 西伯町上水道給水条例 Ａ

496
○○町上水道新規加入の負担額を定
める規則

西伯町上水道新規加入の負担額を定め
る規則

Ａ

497
○○町水道給水装置工事指定業者選
定規程

西伯町水道給水装置工事指定業者選定
規程

会見町指定給水装置工事事業者規則 Ａ

　第2章　簡易水道

498 ○○町簡易水道委員会条例 会見町簡易水道委員会条例 Ｂ

499
○○町簡易水道等施設の設置及び給
水に関する条例

西伯町簡易水道等施設の設置及び給水
に関する条例

会見町簡易水道施設の設置及び給水に
関する条例

Ａ

500
○○町上長田地区簡易水道事業分担
金条例

西伯町上長田地区簡易水道事業分担金
条例

Ａ

第12編　消　　防

501 ○○町消防団条例 西伯町消防団条例 会見町消防団条例 Ａ

502 ○○町消防団規則 西伯町消防団規則 会見町消防団規則 Ａ

503 ○○町消防審議会設置条例 西伯町消防審議会設置条例 会見町消防審議会条例 Ａ

504
○○町非常勤消防団員に係る退職報
償金の支給に関する条例

西伯町非常勤消防団員に係る退職報償
金の支給に関する条例

会見町非常勤消防団員に係る退職報償
金の支給に関する条例

Ａ

17 ﾍﾟｰｼﾞ



　　　　　　　(施行区分欄：Ａ＝即時、Ｂ＝漸次、Ｃ＝廃止・失効、Ｄ＝暫定）

整理
№

新町の例規名称（仮称） 西伯町 会見町 施行区分 備考

西伯町・会見町例規一覧表

505
○○町非常勤消防団員に係る退職報
償金の支給に関する規則

西伯町非常勤消防団員に係る退職報償
金の支給に関する規則

会見町非常勤消防団員に係る退職報償
金の支給に関する条例施行規則

Ａ

506
○○町消防賞じゅつ金及び殉職者特
別賞じゅつ金条例

西伯町消防賞じゅつ金及び殉職者特別
賞じゅつ金条例

会見町消防賞じゅつ金及び殉職者特別
賞じゅつ金条例

Ａ
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